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第１ 調査の趣旨・方法等 

１ 調査の趣旨 

平成２２年１月１日に施行された改正独占禁止法により，優越的地位の濫用は，独占

禁止法第２条第９項第５号として法定化され，同法第２０条の６の規定に基づき新たに

課徴金納付命令の対象とされた。これを受けて，公正取引委員会は，法運用の透明性を

一層確保し，事業者の予見可能性を向上させる観点から，平成２２年１１月３０日に「優

越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」（以下「優越ガイドライン」という。）

を策定・公表し，優越的地位の濫用に関する考え方を明確化することで，違反行為の未

然防止を図ってきたところである。また，優越的地位の濫用に係る違反事件に対しては，

排除措置命令及び課徴金納付命令を行うなど厳正に対処している。 

当委員会は，優越的地位の濫用につながり得る事例が見受けられる取引分野について，

その取引実態を把握するための調査を実施してきたところ，これまでの累次の実態調査

において，センターフィー1について，「協議の機会が与えられなかった」，「物流センター

の利用によって得られる利益を上回る負担となっている」などの問題点を指摘してきた

ところである2。 

物流センターの設置に伴い，小売業者が卸売業者又は製造業者（以下「納入業者」と

いう。）に対してセンターフィーの負担を要請する際，具体的な負担額及び算出根拠，使

途等について，明確に示さないまま負担を要請する場合や，物流センターの利用によっ

て納入業者が得る直接の利益3等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた額の

負担を要請する場合は，納入業者に不当に不利益を与えることとなりやすく，優越的地

位の濫用として問題を生じやすい。また，センターフィー以外にも，小売業者が一定数

量を指定して物流センター内に在庫しておくよう指示する商品について，小売業者の一

方的な都合で，必要以上の数量の保管を指示する，あるいは在庫量より著しく少ない数

量しか実際に発注しないといった取引の条件を設定し，取引の相手方に不利益となって

いる場合があるとの問題も指摘されている。 

このような状況を踏まえ，今般，物流センターを利用した取引に焦点を当て，その実態

を把握するため，本調査を実施することとした。  

                         
1 小売業者が運営している物流センターに商品を納入している卸売業者又は製造業者に対し，小売業者から，物流

センターの利用料等の名目で要請されるもの。以下同じ。 
2
 「大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査」（平成７年２月公表）２７～２９頁，「大規模小売業者

と納入業者との取引に関する実態調査結果報告書」（平成１１年７月公表）２３～３３頁，「大規模小売業者と納入

業者との取引に関する実態調査報告書」（平成１４年１２月公表）５２～６４頁，「大規模小売業者と納入業者との

取引に関する実態調査報告書」（平成１７年２月公表）６８～７４頁，「大規模小売業者との取引に関する納入業者

に対する実態調査報告書」（平成１８年１２月公表）３８頁，４１～４２頁，「大規模小売業者と納入業者との取引

に関する実態調査報告書」（平成２２年５月公表）６７～６９頁，「大規模小売業者等と納入業者との取引に関する

実態調査報告書」（平成２４年７月公表）２５～３０頁がある。 

3
 費用を負担することが，商品の納入に当たってのコスト削減，商品の販売促進など実際に生じる利益をいい，費

用を負担することにより将来の取引が有利になるといったような間接的な利益は含まない。 
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２ 調査方法 

⑴ 書面調査 

本調査では，①卸売業者と小売業者との間の取引，②製造業者と小売業者との間の

取引，③製造業者と卸売業者との間の取引を対象としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卸売業者及び製造業者については，主として食品又は日用品を取り扱っており，前

事業年度の売上高が１０億円以上であると公正取引委員会が把握している者のうち，

それぞれ２，０００社を対象に調査票を送付し，書面調査を実施した。 

小売業者については，主として食品又は日用品を取り扱っている卸売業者又は製造

業者と取引があり，前事業年度の売上高が１００億円以上であると公正取引委員会が

把握している者のうち，５００社を対象に調査票を送付し，書面調査を実施した。 

調査票の発送数及び回答者数は，下記のとおりである。 

 

対象事業者 発送数（Ａ） 回答者数（Ｂ）（Ｂ／Ａ） 

卸売業者 ２，０００社 ８６５社（４３．３％） 

製造業者 ２，０００社 ８５７社（４２．９％） 

小売業者   ５００社 ３０６社（６１．２％） 

 

なお，回答のあった事業者のうち，食品又は日用品に関し， 

・製造業者又は小売業者と継続して直接取引を行っている卸売業者は４６２社， 

・小売業者又は卸売業者と継続して直接取引を行っている製造業者は５０９社， 

・製造業者又は卸売業者と継続して直接取引を行っている小売業者は２５９社， 

であった。 

 

⑵ ヒアリング調査 

書面調査に回答した対象事業者のうち，小売業者又は卸売業者から受けた要請の内

容を具体的に回答していた２５社を対象にヒアリング調査を実施した。 

  

製造業者 

小売業者 

① 

② 

③ 卸売業者 
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３ 主な調査内容 

⑴ 調査項目 

卸売業者，製造業者及び小売業者に対する調査項目は，それぞれ以下のとおりであ

る。 

ア 卸売業者 

(ア) 自社の概要 

(イ) 自社の物流拠点の概要 

(ウ) 製造業者との取引 

(エ) 小売業者との取引 

(オ) 預け在庫 

(カ) 小売業者からの物流センターの運営委託 

 

イ 製造業者 

(ア) 自社の概要 

(イ) 卸売業者との取引 

(ウ) 小売業者との取引 

(エ) 預け在庫 

 

ウ 小売業者 

(ア) 自社の概要 

(イ) 自社の物流センターの概要 

(ウ) 自社の物流センターの運営委託 

(エ) 卸売業者との取引 

(オ) 自社の物流センターに卸売業者が在庫している商品 

(カ) 製造業者との取引 

(キ) 自社の物流センターに製造業者が在庫している商品 

 

⑵ 集計方法 

本調査では，事業者間で継続して直接行われている「取引」に着目して集計等を行

っている。例えば，卸売業者が３社の小売業者と取引していると回答した場合には，

３取引としている。 

卸売業者に対しては，継続して直接取引を行っている小売業者及び製造業者のうち，

食品又は日用品に係る取引高の多い上位５社との取引について，製造業者に対しては，

同様に，小売業者及び卸売業者のうち取引高上位５社との取引について，小売業者に

対しては，同様に，製造業者及び卸売業者のうち取引高上位５社との取引について，

それぞれ回答を求めた。 

前記３つの類型の取引のうち，①については卸売業者からの回答を基に，②及び③

については製造業者からの回答を基に，結果を取りまとめている。 
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本調査では， 

・①の卸売業者と小売業者との間では，１，９２６取引を， 

・②の製造業者と小売業者との間では，１，３７０取引を， 

・③の製造業者と卸売業者との間では，２，１３０取引を， 

それぞれ調査対象とした。 

また，食品の中でも，加工食品，飲料・酒類等，商品カテゴリごとに取引実態が異

なっていることが想定されたため，事業者間で複数商品カテゴリの取引がある場合に

は，最も取引高の多い商品カテゴリの取引内容に基づいて回答を求めた。 

商品カテゴリの区分は下記のとおりである。 

大分類 中分類 小分類 

食品 

加工食品 
調味料，食用油，乳製品，調理品，スープ，冷凍食品，

缶詰，麺類，パン，加工肉類等 

生鮮食品 水産，畜産，農産等 

菓子類 菓子，アイスクリーム類，ヨーグルト等 

飲料・酒類 
嗜好飲料，果実飲料，清涼飲料，乳飲料，アルコール

飲料等 

日用品 

日用雑貨 
口中衛生用品，石鹸類，衛生紙用品，衣料用・台所用

洗剤，芳香・消臭剤等 

化粧品 化粧品，香水，ヘアケア用品，化粧小物等 

家庭用品 
食品包材，掃除用品，洗濯・物干し用品，台所用品，

調理用品，浴室・トイレ用品等 

ＤＩＹ用品 
建築・塗装用具，建築・塗装材料，ガス・水道部品，

園芸用品等 

ペット用品 
犬，猫，鑑賞魚，小鳥，小動物，昆虫，ハ虫類，両生

類用品等 

※ＪＩＣＦＳ分類基準4による 

 

４ 調査対象期間等 

⑴ 調査票発送日：平成２５年２月２１日 

⑵ 回 答 期 限：平成２５年３月２２日 

⑶ 調査対象期間：平成２４年１月１日から平成２４年１２月３１日  

                         
4 一般財団法人流通システム開発センターが，商品を消費者分類（消費者にとっての効用や用途による分類）を基

本として，売場分類（温度管理の必要性，流通形態による分類），原料分類（原材料による分類）を加味して設定

した分類であり，ＰＯＳデータ交換等の際，企業間の共通コードとして使用されている。 
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第２ 調査結果 

１ 事業者の概要 

⑴ 卸売業者の概要 

ア 資本金規模 

卸売業者４６２社について，資本金規模別にみると，１億円以下の者が３６６社

（７９．２％）であった。 

 

図１ 卸売業者の資本金規模5 

 

 

イ 従業員規模 

卸売業者４６２社について，従業員規模別にみると，１００人以下の者が３２５

社（７０．３％）であった。 

 

図２ 卸売業者の従業員規模 

 

 

ウ 主たる取扱商品カテゴリ（複数回答可） 

卸売業者４６２社について，主たる取扱商品カテゴリ（取引高の多い上位３つま

での商品カテゴリ）別にみると，加工食品が２７６社（５９．７％），飲料・酒類が

２０２社（４３．７％），菓子類が１２２社（２６．４％）等であった。 

 

図３ 卸売業者の主たる取扱商品カテゴリ（複数回答可） 

 

                         
5 図中のＮ値は割合を出す際に使用した分母となる値であり，図１は卸売業者４６２社を分母としている。 

14.1% 39.8% 25.3% 8.9% 10.6%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝462）

1000万円以下 1000万円超5000万円以下 5000万円超1億円以下
1億円超3億円以下 3億円超 無回答

46.8% 23.6% 21.0%

5.0%

2.2%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=462)

50人以下 50人超100人以下 100人超300人以下 300人超1,000人以下 1,000人超 無回答

59.7%
43.7%

26.4%
16.2%

15.6%
14.9%

8.4%
4.5%

1.3%
3.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全体(N=462)

加工食品 飲料・酒類 菓子類 家庭用品 生鮮食品

日用雑貨 化粧品 ＤＩＹ用品 ペット用品 その他
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⑵ 製造業者の概要 

ア 資本金規模 

製造業者５０９社について，資本金規模別にみると，３億円以下の者が３９７社

（７８．０％）であった。 

 

図４ 製造業者の資本金規模 

 
 

イ 従業員規模 

製造業者５０９社について，従業員規模別にみると，３００人以下の者が３８７

社（７６．０％）であった。 

 

図５ 製造業者の従業員規模 

 

 

ウ 主たる製造商品カテゴリ（複数回答可） 

製造業者５０９社について，主たる製造商品カテゴリ（取引高の多い上位３つま

での商品カテゴリ）別にみると，加工食品が２８７社（５６．４％），飲料・酒類が

１００社（１９．６％），菓子類が８６社（１６．９％）等であった。 

 

図６ 製造業者の主たる製造商品カテゴリ（複数回答可） 

 

9.4% 30.5% 30.5%

7.7%

21.4%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=509)

1000万円以下 1000万円超5000万円以下 5000万円超1億円以下

1億円超3億円以下 3億円超 無回答

17.3% 25.9% 32.8% 16.9%

4.9% 2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=509)

50人以下 50人超100人以下 100人超300人以下 300人超1,000人以下 1,000人超 無回答

56.4%

19.6%

16.9%

10.0%

9.4%

9.0%

7.9%

3.7%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

全体(N=509)

加工食品 飲料・酒類 菓子類 生鮮食品 化粧品

家庭用品 日用雑貨 ＤＩＹ用品 ペット用品
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⑶ 小売業者の概要 

ア 資本金規模 

小売業者２５９社について，資本金規模別にみると，５０００万円超の者が２１

７社（８３．８％），１００億円超の者が２５社（９．７％）であった。 

 

図７ 小売業者の資本金規模 

 

 

イ 従業員規模 

小売業者２５９社について，従業員規模別にみると，５０人超の者が２５３社（９

７．７％）であり，１，０００人超の者が７８社（３０．１％）であった。 

 

図８ 小売業者の従業員規模 

 
 

ウ 業態（複数回答可） 

小売業者２５９社について，該当する業態別にみると，食品スーパーが１２２社

（４７．１％），ドラッグストアが３０社（１１．６％），ホームセンターが２８社

（１０．８％）等であった。 

 

図９ 小売業者の業態（複数回答可） 

 

1.5%

13.9% 20.5% 9.3% 37.8%

6.6%

9.7%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝259）

1000万円以下 1000万円超5000万円以下 5000万円超1億円以下
1億円超3億円以下 3億円超50億未満 50億円超100億円以下
100億円超 無回答

0.8% 2.3%

20.5% 44.8% 30.1%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝259）

50人以下 50人超100人以下 100人超300人以下 300人超1,000人以下 1,000人超 無回答

47.1%

11.6%

10.8%

10.0%

8.9%

8.5%

4.2%

3.9%

3.1%

5.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

全体（N＝259）

食品スーパー ドラッグストア ホームセンター 百貨店 専門量販店

総合スーパー 通販業者 コンビニエンスストア ディスカウントストア その他
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２ 調査対象取引の概要 

⑴ 卸売業者と小売業者6との間の取引 

【卸売業者からの回答】 

 

ア 小売業者の主たる業態 

卸売業者と小売業者との間で調査対象とした１，９２６取引について，小売業者

の主たる業態別にみると，食品スーパーが７２０取引（３７．４％），専門量販店が

２３７取引（１２．３％），総合スーパーが２２６取引（１１．７％）等であった。 

 

図１０ 小売業者の主たる業態（卸売業者との取引） 

 

 

イ 年間取引高 

卸売業者と小売業者との間で調査対象とした１，９２６取引について，年間取引

高別にみると，１億円超の取引が１，３６１取引（７０．７％）であった。 

 

図１１ 卸売業者と小売業者との間の年間取引高 

 
 

ウ 主たる取引商品カテゴリ 

卸売業者と小売業者との間で調査対象とした１，９２６取引について，最も取引

高の多い商品カテゴリ別にみると，加工食品が６７４取引（３５．０％），飲料・酒

類が４７４取引（２４．６％），菓子類が２１３取引（１１．１％）等であった。 

 

図１２ 卸売業者と小売業者との間の取引における主たる取引商品カテゴリ 

 

                         
6 卸売業者に対し，取引先小売業者の上位５社について回答を求めた結果であり，本調査において調査票を送付し

た小売業者とは必ずしも一致しない。以下，製造業者と小売業者との間の取引，製造業者と卸売業者間の取引にお

いても同じ。 

37.4% 12.3% 11.7% 7.4%

6.0%

4.9%

4.8%

4.4%

2.2%

9.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,926)

食品スーパー 専門量販店 総合スーパー ドラッグストア ディスカウントストア
ホームセンター コンビニエンスストア 通販業者 百貨店 その他

6.5%

10.6% 10.0% 22.6% 48.1%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,926)

1000万円以下 1000万円超5000万円以下 5000万円超1億円以下
1億円超3億円以下 3億円超 無回答

35.0% 24.6%

11.1% 8.0% 6.9%

4.5%

4.4%

2.2%

1.1%
2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,926)

加工食品 飲料・酒類 菓子類 家庭用品 日用雑貨
生鮮食品 化粧品 ＤＩＹ用品 その他 無回答

製造業者

卸売業者

小売業者
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⑵ 製造業者と小売業者との間の取引 

【製造業者からの回答】 

 

ア 小売業者の主たる業態 

製造業者と小売業者との間で調査対象とした１，３７０取引について，小売業者

の主たる業態別にみると，食品スーパーが４８３取引（３５．３％），総合スーパー

が２６９取引（１９．６％），専門量販店が１７８取引（１３．０％）等であった。 

 

図１３ 小売業者の主たる業態（製造業者との取引） 

 
 

イ 年間取引高 

製造業者と小売業者との間で調査対象とした１，３７０取引について，年間取引

高をみると，１億円超の取引が６５８取引（４８．０％）であった。 

 

図１４ 製造業者と小売業者との間の年間取引高 

 

 

ウ 主たる取引商品カテゴリ 

製造業者と小売業者との間で調査対象とした１，３７０取引について，最も取引

高の多い商品カテゴリをみると，加工食品が６４８取引（４７．３％），飲料・酒類

が１９６取引（１４．３％），菓子類が１３２取引（９．６％）等であった。 

 

図１５ 製造業者と小売業者との間の取引における主たる取引商品カテゴリ 

 

35.3% 19.6% 13.0%

6.3% 6.1% 5.7%

4.5%

2.6%

1.5%

2.3%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,370）

食品スーパー 総合スーパー 専門量販店 通販業者
コンビニエンスストア ホームセンター 百貨店 ディスカウントストア
ドラッグストア その他 無回答

13.9% 20.2% 13.4% 20.8% 27.2%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,370）

1000万円以下 1000万円超5000万円以下 5000万円超1億円以下

1億円超3億円以下 3億円超 無回答

47.3% 14.3% 9.6%

7.7% 5.2% 4.2%

3.1%

2.5%

0.4%

0.2%

5.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,370）

加工食品 飲料・酒類 菓子類 生鮮食品 家庭用品 化粧品

日用雑貨 ＤＩＹ用品 ペット用品 その他 無回答

製造業者

卸売業者

小売業者
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⑶ 製造業者と卸売業者との間の取引 

【製造業者からの回答】 

 

ア 年間取引高 

製造業者と卸売業者との間で調査対象とした２，１３０取引について，年間取引

高をみると，１億円超の取引が１，３６０取引（６３．８％）であった。 

 

図１６ 製造業者と卸売業者との間の年間取引高 

 

 

イ 主たる取引商品カテゴリ 

製造業者と卸売業者との間で調査対象とした２，１３０取引について，最も取引

高の多い商品カテゴリをみると，加工食品が９４７取引（４４．５％），飲料・酒類

が３４１取引（１６．０％），菓子類が２５８取引（１２．１％）等であった。 

 

図１７ 製造業者と卸売業者との間の取引における主たる取引商品カテゴリ 

 

  

4.4%

15.0% 14.6% 26.2% 37.6%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=2,130）

1000万円以下 1000万円超5000万円以下 5000万円超1億円以下

1億円超3億円以下 3億円超 無回答

44.5% 16.0% 12.1%

6.0%

6.0%

5.2%

4.9%

2.9%

0.5%

0.1%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=2,130）

加工食品 飲料・酒類 菓子類 家庭用品 化粧品 日用雑貨

生鮮食品 ＤＩＹ用品 ペット用品 その他 無回答

製造業者

卸売業者

小売業者
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３ 小売業者の物流センターの運営実態等 

【小売業者からの回答】 

⑴ 小売業者の物流センターの概要 

ア 物流センターの運営 

小売業者２５９社に対し，平成２４年１２月３１日時点で物流センターを運営し

ているかを聞いたところ，２４７社（９５．４％）が物流センターを運営していた。 

 

図１８ 物流センターの運営 

 

 

イ 運営拠点数（平成２１年１２月３１日時点と平成２４年１２月３１日時点の比較） 

小売業者のうち，物流センターを「運営している」２４７社に対し，物流センタ

ーの拠点数を聞いたところ，平成２４年１２月３１日時点で運営している物流セン

ターの合計は１，２１１拠点，１社平均で４．９拠点，１社当たりで最も多い物流

センターの拠点数は９８拠点であった。平成２１年１２月３１日では合計１，１６

４拠点，１社平均で４．７拠点，１社当たりで最も多い物流センターの拠点数は１

１７拠点であった。 

 

図１９ 小売業者の運営する物流センターの拠点数（平成２１年１２月３１日時点

と平成２４年１２月３１日時点の比較） 

 

95.4%

2.3% 2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝259）

運営している 運営していない 無回答

33.2%

31.6%

48.6%

51.0%

9.7%

8.5%

3.6%

6.5%

2.8%

2.4%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成21年12月31日

時点

全体(N=247)

平成24年12月31日

時点

全体(N=247)

1拠点 2拠点以上5拠点以下 6拠点以上10拠点以下

11拠点以上20拠点以下 21拠点以上 無回答
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ウ 運営を開始した理由 

小売業者のうち，物流センターを「運営している」２４７社に対し，物流センタ

ーの運営を開始した理由を聞いたところ，「納入業者からの受領・検品等に係る業務

を効率化するため」が２０１社（８１．４％），「納入業者から要請があったため」

が４社（１．６％），「物流センターの運営を新たな収益源とするため」が２社（０．

８％）等であった。 

 

図２０ 物流センターの運営を開始した理由 

 

  

81.4%

0.8%1.6%

15.0%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=247）

納入業者からの受領・検品等に係る業務を効率化するため
物流センターの運営を新たな収益源とするため
納入業者から要請があったため
その他
無回答
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⑵ 小売業者による物流センターの運営委託 

ア 物流センターの運営委託 

小売業者２５９社のうち，平成２４年１２月３１日時点で物流センターを「運営

している」２４７社に対し，物流事業者又は卸売業者等に運営委託している物流セ

ンターの有無を聞いたところ，２１６社（８７．４％）が運営委託を行っていた。 

なお，当該２１６社が運営委託を行っている物流センターの拠点数の合計は，小

売業者が運営している１，２１１拠点の物流センターのうち，１，０７２拠点（８

８．５％）であった。 

 

図２１ 物流センターの運営委託 

 

 

イ 運営委託先 

小売業者のうち，物流センターの運営委託を行っている２１６社に対し，運営委

託を行っている１，０７２拠点の物流センターについて，その委託先を聞いたとこ

ろ，取引関係がある卸売業者への委託が５４９拠点（５１．２％），外部の物流事業

者への委託が４３６拠点（４０．７％）等であった。 

 

図２２ 物流センターの運営委託先 

 

 

ウ 運営委託を行う理由 

小売業者のうち，物流センターの運営委託を行っている２１６社に対し，物流セ

ンターの運営を外部に委託している理由を聞いたところ，「自社で運営するよりも，

物流センターの運営効率を上げることができるため」が１２５社（５７．９％），「自

社では物流センターを運営するノウハウを持っていないため」が７７社（３５．６％）

等であった。  

87.4% 12.1%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝247）

ある ない 無回答

51.2% 40.7%

1.9%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝1,072）

取引関係がある卸売業者 外部の物流事業者 取引関係がない卸売業者 その他
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図２３ 物流センターの運営を委託する理由 

 

 

エ 運営委託先の決定方法 

小売業者のうち，物流センターの運営委託を行っている２１６社に対し，物流セ

ンターの運営委託先の決定方法を聞いたところ，「複数の候補先を自社が選んだ上で，

入札（コンペ）において決定する方法」が１１４社（５２．８％），「自社が１社を

選んだ上で，運営委託内容を協議して決定する方法」が７７社（３５．６％）等で

あった。 

 

図２４ 運営委託先の決定方法 

 

 

  

57.9% 35.6%

1.9%

4.2%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝216）

自社で運営するよりも，物流センターの運営効率を上げることができるため

自社では物流センターを運営するノウハウを持っていないため

物流センターの運営費を下げることができ，新たな自社の収益源とするため

その他

無回答

52.8% 35.6%

2.3% 9.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝216）

複数の候補先を自社が選んだ上で，入札（コンペ）において決定する方法
自社が１社を選んだ上で，運営委託内容を協議して決定する方法
一般に運営委託先を公募し，入札（コンペ）において決定する方法
その他
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４ 物流センターを利用した取引の状況 

⑴ 卸売業者と小売業者との間の取引 

【卸売業者からの回答】 

 

卸売業者と小売業者との間で調査対象とした１，９２６取引について，商品の納入

先として小売業者の物流センターを利用しているかを聞いたところ，「利用している」

が１，１５９取引（６０．２％），「利用していない」が７５３取引（３９．１％）で

あった。 

 

図２５ 卸売業者による小売業者の物流センターの利用 

 
 

ア 物流センターを利用していない場合 

(ア ) 物流センターの利用を名目とする協賛金等の負担要請 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，物流センターを「利用して

いない」７５３取引について，物流センターを利用していない場合に，小売業者

からの物流センターの利用を名目とする協賛金等の負担要請の有無，及び当該要

請に応じているかを聞いたところ，「負担要請があり，応じざるを得ない」が２２

取引（２．９％），「負担要請はあるが，断ることができる」が１７取引（２．３％）

等であった。 

 

図２６ 物流センターを利用していない場合の協賛金等の負担要請 

 

 

(イ ) 上記(ア )に該当する２２取引の概要 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，物流センターを「利用して

いない」場合に，物流センターの利用を名目とする協賛金等の「負担要請があり，

応じざるを得ない」２２取引について，小売業者の業態別にみると，食品スーパ

ーが１０取引，専門量販店が６取引，ドラッグストアが４取引等であった。

60.2% 39.1%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,926)

利用している 利用していない 無回答

2.9% 2.3%

91.9%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=753)

負担要請があり，応じざるを得ない 負担要請はあるが，断ることができる

負担要請はない 無回答

製造業者

卸売業者

小売業者



16 

 

イ 物流センターを利用している場合 

(ア ) 物流センターを利用する理由（複数回答可） 
卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，物流センターを「利用して

いる」１，１５９取引について，物流センターを利用する理由を聞いたところ，

「小売業者の方針として定められており，物流センターを利用しないと取引でき

ない」が８００取引（６９．０％），「物流センターを利用するかどうかは自社の

判断に委ねられており，受発注業務，物流業務の合理化等に資すると判断したた

め」が３３７取引（２９．１％）等であった。 

 

図２７ 物流センターを利用する理由（複数回答可） 

 

 

(イ ) センターフィーの負担要請 
ａ センターフィーの負担要請の有無 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，物流センターを「利用し

ている」１，１５９取引について，物流センターを利用していることを理由と

するセンターフィーの負担要請の有無を聞いたところ，負担要請が「ある」が

９５２取引（８２．１％）であった。 

 

図２８ センターフィーの負担要請 

 
 

ｂ センターフィーの負担要請への対応 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，センターフィーの負担要

請が「ある」９５２取引について，負担要請への対応を聞いたところ，「応じ

ている」が９４５取引（９９．３％）であった。 

69.0%

29.1%

5.6%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

全体(N=1,159)

82.1% 17.8%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,159)

ある ない 無回答

物流センターを利用するかどうかは自社の判断に委ねられており，受発注業務，物流業務の合理化等に資する
と判断したため 

物流センターを利用するかどうかは自社の判断に委ねられており，センターフィーの負担に比べ，自社のメリット
は少ないが，利用しないと今後の取引に支障が生じると判断したため 

小売業者の方針として定められており，物流センターを利用しないと取引できない 

その他 
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図２９ センターフィーの負担要請への対応 

 
 

ｃ センターフィーの負担要請と納入単価の基準 

(ａ) 納入単価の基準 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，物流センターを「利用

している」１，１５９取引について，小売業者との取引価格の中に含まれて

いると認識している配送費用の範囲を聞いたところ，「小売業者の物流セン

ター」までとするものが４０３取引（３４．８％），「小売業者の店舗」まで

とするものが７４２取引（６４．０％）であった。 

 

図３０ 納入単価の基準 

 
 

(ｂ) 「小売業者の物流センター」までの配送費用を含んだ価格で行われる取引

におけるセンターフィーの負担要請 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，小売業者との取引価格

に含まれている配送費用の範囲が「小売業者の物流センター」までとする上

記の４０３取引について，物流センターを利用していることを理由とするセ

ンターフィーの負担要請の有無，及び当該要請に応じているかを聞いたとこ

ろ，「負担要請があり，応じている」が２６０取引（６４．５％）等であっ

た。 

 

図３１ 「小売業者の物流センター」までの配送費用を含んだ価格で行われる取

引におけるセンターフィーの負担要請 

 

  

99.3%

0.6% 0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=952)

応じている 応じていない 無回答

34.8% 64.0%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,159）

小売業者の物流センターまでの配送費用 小売業者の店舗までの配送費用 無回答

64.5%

0.0%

35.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=403）

負担要請があり，応じている 負担要請はあるが，応じていない 負担要請はない
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ｄ 事前の協議の機会 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，センターフィーの負担要

請に「応じている」９４５取引について，事前の協議の機会の有無を聞いたと

ころ，「協議の機会は与えられなかった」が３６７取引（３８．８％），「協議

の機会が与えられた」が５７８取引（６１．２％）であった。 

 

図３２ 事前の協議の機会 

 

 

ｅ 上記ｄに該当する３６７取引の概要 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，センターフィーの負担要

請を受けた際，事前に協議の機会を与えられなかった３６７取引について，小

売業者の業態別にみると，食品スーパーが１８８取引，総合スーパーが５４取

引，ドラッグストアが４０取引等であった。 

また，当該３６７取引について，小売業者との主たる取引商品別にみると，

加工食品が１０７取引，飲料・酒類が７９取引，菓子類が７１取引等であった。 

 

ｆ 協議による合意 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，センターフィーの負担要

請を受けた際，事前に協議の機会が与えられた５７８取引に，協議を行った結

果，センターフィーの額（率）について納得して合意したかを聞いたところ，

小売業者から示された条件に「応じているが，納得しなかった場合もあった」

が９７取引（１６．８％），「納得して応じたことはない」が７取引（１．２％）

であり，合わせると１０４取引（１８．０％）で卸売業者は十分納得しないで

負担要請に応じていた。 

 

図３３ 協議による合意 

 

 

38.8% 61.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=945)

事前に協議の機会は与えられなかった 事前に協議の機会が与えられた

16.8%

1.2%

82.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=578)

小売業者から示された条件に応じているが，納得しなかった場合もあった
小売業者から示された条件に納得して応じたことはない
納得して応じた
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ｇ 納得しなかった理由 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，十分納得しないで負担要

請に応じていた１０４取引について，納得しなかった理由を聞いたところ，「小

売業者から一方的にセンターフィーの額（率）だけを示され，その合理的根拠

を説明してもらえなかったため」が５４取引（５１．９％）等であった。 

 

図３４ 納得しなかった理由 

 

 

ｈ センターフィーの負担額と直接の利益の比較 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，十分納得しないで負担要

請に応じていた１０４取引について，センターフィーの負担額と，小売業者の

物流センターを使用することによって得られる直接の利益の額の比較につい

て聞いたところ，「センターフィーの負担額が自社の直接の利益の額を上回る

水準となっている」が４５取引（４３．３％）であった。 

 

図３５ センターフィーの負担額と直接の利益の額の比較 

 

 

  

51.9% 14.4% 28.8%

2.9% 1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=104)

小売業者から一方的にセンターフィーの額（率）だけを示され，その合理的根拠を説明してもらえな

かったため
小売業者から示されたセンターフィーの額（率）の根拠が，店舗への配送費用等を反映したものと

なっておらず，曖昧なものであったため
小売業者から示されたセンターフィーの額（率）に対して，自社の物流コスト等を説明するなどして

軽減を申し入れたが，聞き入れられなかったため
小売業者から示されたセンターフィーの額（率）が，同業他社に比べて高かったため

その他

43.3% 28.8% 27.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=104)

センターフィーの負担額が自社の直接の利益の額を上回る水準となっている
センターフィーの負担額が自社の直接の利益の額に見合う水準となっている
自社の直接の利益の額がセンターフィーの負担額を上回る水準となっている
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ｉ 上記ｈに該当する４５取引の概要 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，十分納得しないで負担要

請に応じており，センターフィーの負担額が卸売業者の直接の利益の額を上回

る水準となっている４５取引について，小売業者の業態別にみると，食品スー

パーが１４取引，ドラッグストアが１２取引，総合スーパーが１０取引等であ

った。 

また，当該４５取引について，小売業者との主たる取引商品別にみると，菓

子類が１９取引，化粧品が９取引，飲料・酒類が８取引等であった。 

 

ｊ センターフィーにより生じた費用負担の方法 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，センターフィーの負担要

請に「応じている」９４５取引について，費用の負担方法を聞いたところ，セ

ンターフィーにより生じた「費用の一部を，製造業者にも負担してもらった」が

２７６取引（２９．２％），「費用の全てを，製造業者に負担してもらった」が７

取引（０．７％）であり，合わせると２８３取引（２９．９％）でセンターフィ

ーにより生じた費用の一部又は全てを，製造業者に負担してもらっていた。 

 

図３６ センターフィーにより生じた費用負担の方法 

 

 

(ウ) 料率の推移 
ａ センターフィーの負担額（率）の推移 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，センターフィーの負担要

請に「応じている」９４５取引について，平成２４年１２月３１日時点のセン

ターフィーの額（率）が平成２１年１２月３１日時点と比較してどのように推

移したかを聞いたところ，「引き上げられた」が７２取引（７．６％）であっ

た。 

 

図３７ センターフィーの負担額（率）の推移 

 

29.2%

0.7%

69.0%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=945)

センターフィーにより生じた費用の一部を，製造業者にも負担してもらった
センターフィーにより生じた費用の全てを，製造業者に負担してもらった
センターフィーにより生じた費用については，全て自社又は自社のグループ会社内で負担した
無回答

7.6% 87.9%

3.4% 1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=945)

引き上げられた 変わらない 引き下げられた 無回答
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ｂ センターフィーの負担額（率）を引き上げられた際の事前の協議の機会 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，センターフィーの負担額

（率）を「引き上げられた」７２取引について，センターフィーの負担額（率）

を引き上げられた際の，事前の協議の機会の有無を聞いたところ，「協議の機

会は与えられなかった」が２１取引（２９．２％），「協議の機会が与えられた」

が４８取引（６６．７％）であった。 

なお，事前の協議の機会が与えられなかった２１取引中１８取引（８５．７％）

では，センターフィーの負担額（率）の引上げ時だけでなく，当初のセンター

フィーの負担要請時にも協議の機会が与えられていなかった。 

 

図３８ センターフィーの負担額（率）を引き上げられた際の事前の協議の機会 

 

 

ｃ 上記ｂに該当する２１取引の概要 

卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，センターフィーの負担額

（率）を引き上げられた際，事前に協議の機会を与えられなかった２１取引に

ついて，小売業者の業態別にみると，食品スーパーが１１取引，総合スーパー

が５取引，ディスカウントストア及びドラッグストアが共に２取引等であった。 

また，当該２１取引について，小売業者との主たる取引商品別にみると，菓

子類が８取引，加工食品が４取引，飲料・酒類が３取引等であった。 

 

ウ 具体的回答事例 

卸売業者に対する書面調査及びヒアリング調査の結果，「センターフィーの負担要

請」に係る具体的な事例として，次のような回答があった。 

【物流センターを利用していない場合の協賛金等の負担要請】 

○ 専門量販店が物流センターの運営を開始して以降，物流センターを利用しな

いと取引ができないという方針が示された。当社の取り扱う商品は安定的に製

造業者から仕入れることが難しいため，物流センター内に一定量の商品を在庫

すること，物流センターから指定された時間内に商品を納入することが難しい

旨を専門量販店に説明し，発注に応じて小売業者の店舗に直接納品している。

当社は，物流センターを利用していないが，取引高に一定率を掛け合わせた金

額をセンターフィーとして専門量販店に支払っている。 

当社にとってはこのような支払いに応じるメリットはないが，この専門量販

店は当社にとって主要な取引先であり，取引を継続するためには応じざるを得

ない経費であると考え，負担に応じている。 

 

29.2% 66.7%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=72)

事前に協議の機会は与えられなかった 事前に協議の機会が与えられた 無回答
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○ 物流センターを利用していないが，センターフィーという名目で協賛金を負

担している。 

当社は何らメリットを得ていないが，これを断ると取引そのものが無くなっ

てしまうおそれがある。また，当該小売業者は販売数量が多い主たる取引先で

あり，製造業者から求められる販売数量をクリアするためにも取引を継続して

いく必要があるため，要請を受けざるを得ない。 

【センターフィーの料率の決定方法】 

○ センターフィーの料率は，小売業者が物流センターの利用を納入業者に求め

てくる時点で小売業者が定めた料率を一方的に示されるもので，決定された料

率について協議はなく，合理的根拠を説明してもらったことはない。取引その

ものが無くなってしまったら当社の経営に与える影響が大きいので，取引を継

続してもらうためには小売業者が定めた料率のまま受け入れるしかない。 

【物流センターを利用する際の負担の増加】 

○ 小売業者との取引開始後，物流センターの運営が開始されるまでの間は，店

舗に直接納品していたが，発注から納品までのリードタイムとして２日間が設

定されており，他の卸売業者と配送するトラックを乗り合わせ，共同で配送す

ることができた。しかし，物流センターを利用するようになって以降はリード

タイムが短くなり，発注を午前中に受けた場合は当日に，午後の場合も翌日ま

でには物流センターに納入しなければいけないようになった。そのため，１社

からの発注であっても，その１社のためにすぐに商品の仕分け，配送を手配し

なければならず，共同配送ができなくなった。当社が負担する配送費用は増加

しているが，費用の増加分について小売業者との間で交渉の余地はなく，セン

ターフィーに加えて，増加した配送費用も，全額当社の負担となっている。 

 

○ 当社では，小売業者が物流センターの運営を開始する以前から，店舗までの

配送業務を物流事業者に委託していた。物流センターに納品するようになって

以降も，同じ配送業者に物流センターまでの配送業務を委託しているが，当社

の物流拠点から各店舗まで配送する場合も，物流センターに配送する場合も，

配送業者に支払う委託料はほとんど変わらない契約となっている。 

そのため，当社にとっては，センターフィー分の費用が純粋に余分な負担と

なっている。センターフィーがなくなれば，少なくとも取引高の１％分くらい

は当社の経費が削減できる。 

○ 当社は物流拠点から食品スーパーの各店舗まで１時間以内に配送できる環

境にあるが，店舗所在地から地理的に離れた場所に物流センターが設置された

ことで，かえって配送費用が増大した。その上，センターフィーとして，食品

スーパーから要請された料率を負担しなければならないため，物流センターを

利用しても物流コストが削減できるといったメリットはない。 
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エ 小売業者からのセンターフィー以外の要請 

(ア ) 発生頻度 
卸売業者と小売業者との間で調査対象とした１，９２６取引について，卸売業

者が小売業者から受けたセンターフィー以外の要請として，①システム利用料の

負担要請，②店別仕分け，棚別仕分けの要請，③小さい単位へ仕分けた上での納

品の要請，④店別仕分け用ラベル等の購入の要請，⑤値札ラベルの貼付作業等の

要請，⑥商品の在庫保管料の負担要請，及び⑦小売業者の物流センター内での作

業の要請の７つの要請についてそれぞれの発生頻度を聞いた。 

「頻繁に発生している」及び「発生することもある」との回答割合は，①につ

いては１８．７％，②から⑦については０．８％～６．２％であった。 

 

 (イ ) 具体的回答事例 
卸売業者に対する書面調査及びヒアリング調査の結果，「センターフィー以外の

要請」に係る具体的な事例として，次のような回答があった。 

【小さい単位へ仕分けた上での納品の要請】 

○ 取引価格を設定する際，配送費用を考慮して，小売店舗に納品する最小の単

位を決めている。しかし，食品スーパーの中には，納品する場合に，取引価格

を変更することなく，あらかじめ取り決めた数量より小さい単位での納品を求

めてくるところがある。 

当然，最低ロット数以上の単位で発注を受けることを前提として配送費用を

設定しているため，それ以下で配送する場合には１商品当たりの配送費用は高

くなるが，取引価格に関して交渉が行われたことはない。 

 

【店別仕分け用ラベルの購入の要請】 

○ 大手総合スーパーが物流センターの運営を開始し，当社を含めた納入業者に

物流センターへの納入を要請する際，同スーパーの店舗別の専用ラベルを納入

業者が購入し，ラベルを貼り付けた上で商品を納入するように指示されるよう

になった。購入金額は１店舗分で年間に１０万円程度となっている。 

物流センターに商品を納入して以降の店舗別仕分け作業は小売業者が行う

べきであり，ラベルに関しても総合スーパー側が負担すべき費用である。しか

し，指定されたラベルを貼り付けなければ物流センターで納品を受け付けても

らえず，取引を行うことができないため，当社にはメリットがなくとも負担せ

ざるを得ない。 

 

【物流センター内での作業の要請】 

○ ドラッグストアの物流センターに納入する際，契約上は定められていない

が，納品する全ての商品をソーターに流す作業を行うように求められるため，

要請に応じざるを得ない。 
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【専用コンテナのレンタル料】 

○ 大手総合スーパーでは物流センター内で専用のコンテナを使用するように

指示しておりやむなくそのコンテナを使っているが，新規にコンテナを作成で

きるような割高なレンタル費用を請求されている。 

小売業者にとっては,コンテナの仕様が統一されることにより,物流センター

内の作業を行いやすいというメリットがある。しかし,各納入業者にとっては，

小売業者に納品するための自社で保有しているコンテナを使用できず，割高な

レンタル費用に加えて，レンタルしたコンテナを保管，管理する費用も掛かる

ため，何らメリットはない。 
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オ 預け在庫 

(ア ) 預け在庫の有無 
卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，物流センターを「利用して

いる」１，１５９取引について，預け在庫（卸売業者が，小売業者の物流センタ

ーに自社の名義で在庫している商品をいう。以下同じ。）の有無を聞いたところ，

預け在庫が「ある」が１８２取引（１５．７％）であった。 

 

図３９ 預け在庫の有無 

 
 

(イ ) 預け在庫を置いている理由 
卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，預け在庫がある１８２取引

について，預け在庫を置いている理由を聞いたところ，「小売業者から，一定数量

を指定して在庫しておくように指示があるため，やむを得ず置いている」が３７

取引（２０．３％）であった。 

 

図４０ 預け在庫を置いている理由 

 
 

(ウ ) 預け在庫について卸売業者に不利益が発生している事例（複数回答可） 
卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，小売業者の指示に基づき預

け在庫を置いている３７取引について，卸売業者に不利益となる事例が発生して

いるかを聞いたところ，「小売業者から，一定数量を指定して在庫しておくよう指

示があるため，やむを得ず置いている預け在庫について，保管料を負担している

事例」が２１取引（５６．８％），「小売業者が独自に設定した販売期限を経過し

たことを理由とする返品」が１８取引（４８．６％），「小売業者からの指示に基

づき商品を在庫していたにもかかわらず，小売業者の一方的な都合により，実際

には在庫数量より著しく少ない数量しか発注されなかった事例」が１４取引（３

７．８％）等であった。 

なお，預け在庫があると卸売業者が回答した１８２取引のうち，小売業者の指

示に基づき預け在庫を置いており，卸売業者に不利益となる事例が１つ以上発生

している取引は重複を排除すると３３取引（１８．１％）であった。 

15.7% 84.0%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,159)

ある ない 無回答

20.3% 65.4% 14.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=182)

小売業者から，一定数量を指定して在庫しておくように指示があるため，やむを得ず置いている
直接小売業者の物流センターに納入することで，物流を効率化するため，自社の希望により置いている
その他



26 

 

図４１ 預け在庫について発生している事例（複数回答可） 

 

 

 (エ ) 上記(ウ )の３３取引に該当する取引の概要 
卸売業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，小売業者の指示に基づき預

け在庫を置いており，卸売業者に不利益となる事例が発生していると回答のあっ

た３３取引について，小売業者の業態別にみると，コンビニエンスストアと食品

スーパーが共に９取引，総合スーパーが６取引等であった。 

また，当該３３取引について，小売業者との主たる取引商品別にみると，加工

食品が１６取引，飲料・酒類及び菓子類が共に５取引等であった。 

 

(オ ) 具体的回答事例 
卸売業者に対する書面調査及びヒアリング調査の結果，「預け在庫」に係る具

体的な事例として，次のような回答があった。 

【預け在庫】 

○ 元々は当社の物流拠点から小売業者の各店舗まで直接配送していたが，取引

途中に，在庫型の物流センターの運営が開始されて以降は，小売業者の方針に

より，小売業者の在庫型物流センターを経由しないと納品ができないこととさ

れた。そのため，当社から直接店舗に納入した方が近い場合でも，一度物流セ

ンターに納品する必要がある。 

当社の物流拠点から近い場所であるため，在庫する商品の数量及び品目は当

社の物流拠点で一括して管理した方が効率的であるが，それぞれについて在庫

56.8%

48.6%

37.8%

24.3%

13.5%

8.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

全体(N=37)

小売業者から，一定数量を指定して在庫しておくよう指示があるため，やむを得ず置いている預け在庫につい

て，保管料を負担している事例

小売業者が独自に設定した販売期限を経過したことを理由とする返品

小売業者からの指示に基づき商品を在庫していたにもかかわらず，小売業者の一方的な都合により，実際には

在庫数量より著しく少ない数量しか発注されなかった事例

欠品した場合に，納品されて販売していれば得られたであろう利益相当額を超えるペナルティを，その額や算出

根拠等について事前に協議することなく一方的に定められている事例

店舗に納入した商品について，セール実施後に不要な在庫となったことを理由とする返品

店舗・売場の改装・閉店により，不要な在庫となったことを理由とする返品
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数量等の管理が必要となっており，余計な負担となっている。また，小売業者

の物流センターに納入して以降，出荷されるまでの間に在庫中の商品の破損等

があった場合も，特に協議等を行うことなく当社が負担させられている。 

 

○ 小売業者の物流センターに保管している在庫は卸売業者名で管理させてい

る上，｢来週１００発注するから在庫しておくように」と言われたが，実際の

発注は５０ということが頻発しており，当社にとっては製造業者からの無駄な

仕入れ金額や，無駄な保管料の発生につながっている。在庫商品の保管に係る

費用は全て卸売業者の負担となっている。 

 

【預け在庫の返品】 

○ 物流センターに在庫している商品について，製造から賞味期限までの期間の

３分の１を経過すると，小売業者の店舗に出荷できなくなり，返品されること

になる。期限の３分の１を経過した商品については，小売業者の店舗で処分販

売を行うか，返品されたものを当社で見切り販売を行う形で対処している。 
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⑵ 製造業者と小売業者との間の取引 

【製造業者からの回答】 

 

製造業者と小売業者との間で調査対象とした１，３７０取引について，商品の納入

先として小売業者の物流センターを利用しているかを聞いたところ，「利用している」

が９９０取引（７２．３％），「利用していない」が３６５取引（２６．６％）であっ

た。 

 

図４２ 製造業者による小売業者の物流センターの利用 

 

 

ア 物流センターを利用していない場合 

(ア ) 物流センターの利用を名目とする協賛金等の負担要請 
製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，物流センターを「利用して

いない」３６５取引について，物流センターを利用していない場合に，小売業者

からの物流センターの利用を名目とする協賛金等の負担要請の有無，及び当該要

請に応じているかを聞いたところ，「負担要請があり，応じざるを得ない」が６取

引（１．６％），「負担要請はあるが，断ることができる」が６取引（１．６％）

等であった。 

 

図４３ 物流センターを利用していない場合の協賛金等の負担要請 

 
 

(イ ) 上記(ア )に該当する６取引の概要 
製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，物流センターを「利用して

いない」場合に，物流センターの利用を名目とする協賛金等の「負担要請があり，

応じざるを得ない」６取引について，小売業者の業態別にみると，食品スーパー

が４取引，通販業者及び専門量販店が共に１取引であった。 

また，当該６取引について，小売業者との主たる取引商品別にみると，菓子類

が５取引，加工食品が１取引であった。  

72.3% 26.6%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,370)

利用している 利用していない 無回答

1.6%1.6%

91.5%

5.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=365)

負担要請があり，応じざるを得ない 負担要請はあるが，断ることができる

負担要請はない 無回答

製造業者

卸売業者

小売業者
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イ 物流センターを利用している場合 

(ア ) 物流センターを利用する理由（複数回答可） 
製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，物流センターを「利用して

いる」９９０取引について，物流センターを利用する理由を聞いたところ，「小売

業者の方針として定められており，物流センターを利用しないと取引できない」

が６４４取引（６５．１％），「物流センターを利用するかどうかは自社の判断に

委ねられており，受発注業務，物流業務の合理化等に資すると判断したため」が

３５２取引（３５．６％）等であった。 

 

図４４ 物流センターを利用する理由（複数回答可） 

 
 

(イ ) センターフィーの負担要請 
ａ センターフィーの負担要請の有無 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，物流センターを「利用し

ている」９９０取引について，物流センターを利用していることを理由とする

センターフィーの負担要請の有無を聞いたところ，負担要請が「ある」が６９

２取引（６９．９％）であった。 

 

図４５ センターフィーの負担要請 

 
 

  

65.1%

35.6%

3.6%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全体(N=990)

小売業者の方針として定められており，物流センターを利用しないと取引できない

物流センターを利用するかどうかは自社の判断に委ねられており，受発注業務，物流業務の合理化等に資する

と判断したため

物流センターを利用するかどうかは自社の判断に委ねられており，センターフィーの負担に比べ，自社のメリット

は少ないが，利用しないと今後の取引に支障が生じると判断したため

その他

69.9% 29.4%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=990)

ある ない 無回答
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ｂ センターフィーの負担要請への対応 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，センターフィーの負担要

請が「ある」６９２取引について，負担要請への対応を聞いたところ，「応じ

ている」が６８４取引（９８．８％）であった。 

 

図４６ センターフィーの負担要請への対応 

 

 

ｃ センターフィーの負担要請と納入単価の基準 

(ａ) 納入単価の基準 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，物流センターを「利用

している」９９０取引について，小売業者との取引価格の中に含まれている

と認識している配送費用の範囲を聞いたところ，「小売業者の物流センター」

までとするものが４５４取引（４５．９％），「小売業者の店舗」までとする

ものが５２２取引（５２．７％）であった。 

 

図４７ 納入単価の基準 

 

 

(ｂ) 「小売業者の物流センター」までの配送費用を含んだ価格で行われる取引

におけるセンターフィーの負担要請 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，小売業者との取引価格

に含まれている配送費用の範囲が「小売業者の物流センター」までであると

する上記の４５４取引について，物流センターを利用していることを理由と

するセンターフィーの負担要請の有無，及び当該要請に応じているかを聞い

たところ，「負担要請があり，応じている」が２３５取引（５１．８％）等

であった。 

 

 

98.8%

0.7% 0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=692)

応じている 応じていない 無回答

45.9% 52.7%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=990)

小売業者の物流センターまでの配送費用 小売業者の店舗までの配送費用 無回答
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図４８ 「小売業者の物流センター」までの配送費用を含んだ価格で行われる取

引におけるセンターフィーの負担要請 

 

 

ｄ 事前の協議の機会 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，センターフィーの負担要

請に「応じている」６８４取引について，事前の協議の機会の有無を聞いたと

ころ，「協議の機会は与えられなかった」が１９１取引（２７．９％），「協議

の機会が与えられた」が４９３取引（７２．１％）であった。 

 

図４９ 事前の協議の機会 

 

 

ｅ 上記ｄに該当する１９１取引の概要 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，センターフィーの負担要

請を受けた際，事前に協議の機会を与えられなかった１９１取引について，小

売業者の業態別にみると，食品スーパーが８０取引，総合スーパーが４８取引，

コンビニエンスストアが２５取引等であった。 

また，当該１９１取引について，小売業者との主たる取引商品別にみると，

加工食品が１１６取引，飲料・酒類が２１取引，生鮮食品が１５取引等であっ

た。 

 

ｆ 協議による合意 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，センターフィーの負担要

請を受けた際，事前に協議の機会が与えられた４９３取引に，協議を行った結

果，センターフィーの額（率）について納得して合意したかを聞いたところ，

小売業者から示された条件に「応じているが，納得しなかった場合もあった」

が６１取引（１２．４％），「納得して応じたことはない」が５取引（１．０％）

であり，合わせると６６取引（１３．４％）で製造業者は十分納得しないで負

担要請に応じていた。  

51.8%

0.4%

46.0%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=454）

負担要請があり，応じている 負担要請はあるが，応じていない 負担要請はない 無回答

27.9% 72.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=684)

事前に協議の機会は与えられなかった 事前に協議の機会が与えられた
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図５０ 協議による合意 

 
 

ｇ 納得しなかった理由 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，十分納得しないで負担要

請に応じていた６６取引について，納得しなかった理由を聞いたところ，「小

売業者から一方的にセンターフィーの額（率）だけを示され，その合理的根拠

を説明してもらえなかったため」が３０取引（４５．５％）等であった。 

 

図５１ 納得しなかった理由 

 

 

ｈ センターフィーの負担額と直接の利益の比較 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，十分納得しないで負担要

請に応じていた６６取引について，センターフィーの負担額と，小売業者の物

流センターを使用することによって得られる直接の利益の額の比較について

聞いたところ，「センターフィーの負担額が自社の直接の利益の額を上回る水

準となっている」が２６取引（３９．４％）であった。 

 

  

12.4%

1.0%

86.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=493)

小売業者から示された条件に応じているが，納得しなかった場合もあった

小売業者から示された条件に納得して応じたことはない

納得して応じた

45.5% 12.1% 22.7% 16.7%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=66)

小売業者から一方的にセンターフィーの額（率）だけを示され，その合理的根拠を説明してもらえなかったため

小売業者から示されたセンターフィーの額（率）の根拠が，店舗への配送費用等を反映したものとなっておらず，

曖昧なものであったため

小売業者から示されたセンターフィーの額（率）に対して，貴社の物流コスト等を説明するなどして軽減を申し入れ

たが，聞き入れられなかったため

小売業者から示されたセンターフィーの額（率）が，同業他社に比べて高かったため

無回答
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図５２ センターフィーの負担額と直接の利益の額の比較 

 
 

ｉ 上記ｈに該当する２６取引の概要 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，十分納得しないで負担要

請に応じており，センターフィーの負担額が製造業者の直接の利益の額を上回

る水準となっている２６取引について，小売業者の業態別にみると，総合スー

パーが９取引，食品スーパーが８取引，コンビニエンスストアが７取引等であ

った。 

また，当該２６取引について，小売業者との主たる取引商品別の取引数をみ

ると，加工食品が１４取引，飲料・酒類が６取引，生鮮食品が５取引等であっ

た。 

 

(ウ ) 料率の推移 
ａ センターフィーの負担額（率）の推移 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，センターフィーの負担要

請に「応じている」６８４取引について，平成２４年１２月３１日時点のセン

ターフィーの額（率）が平成２１年１２月３１日時点と比較してどのように推

移したかを聞いたところ，「引き上げられた」が３３取引（４．８％）であっ

た。 

 

図５３ センターフィーの負担額（率）の推移 

 

 

ｂ センターフィーの負担額（率）を引き上げられた際の事前の協議の機会 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，センターフィーの負担額

（率）を「引き上げられた」３３取引について，センターフィーの負担額（率）

を引き上げられた際，事前の協議の機会の有無を聞いたところ，「協議の機会

は与えられなかった」が４取引（１２．１％），「協議の機会が与えられた」が

２７取引（８１．８％）であった。 

39.4% 36.4% 18.2%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=66)

センターフィーの負担額が自社の直接の利益の額を上回る水準となっている
センターフィーの負担額が自社の直接の利益の額に見合う水準となっている
自社の直接の利益の額がセンターフィーの負担額を上回る水準となっている
無回答

4.8%

92.7%

2.2% 0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=684)

引き上げられた 変わらない 引き下げられた 無回答
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図５４ センターフィーの負担額（率）を引き上げられた際の事前の協議の機会 

 

 

ｃ 上記ｂに該当する４取引の概要 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，センターフィーの負担額

（率）を引き上げられた際，事前に協議の機会を与えられなかった４取引につ

いて，小売業者の業態別にみると，食品スーパー及びコンビニエンスストアが

共に２取引であった。 

また，当該４取引について，小売業者との主たる取引商品別にみると，加工

食品が２取引，生鮮食品及び菓子類が共に１取引であった。 

 

ウ 具体的回答事例 

製造業者に対する書面調査及びヒアリング調査の結果，「センターフィーの負担要

請」に係る具体的な事例として，次のような回答があった。 

【物流センターを利用する際の負担の増加】 

○ 規模の小さい小売業者も物流センターを設置し，利用を求めてくるようにな

っている。中部，九州のように，物流センターを利用した取引の割合が低い地

域では，特定の小売業者について物流センター一括納品となった場合でも，そ

の他の小売業者には直接配送を続けなければならない。そのため，特定の小売

業者との取引でみると，削減される物流コストが少なく，センターフィーの負

担額が当社のメリットを上回る水準となっている。 

 

○ 自社で小売業者の店舗まで直接納品していた時期は，同一の種類の商品を続

けて製造する，より遠くの店舗に納入する商品を先に製造する等により，効率

良く製造することができた。しかし，小売業者が物流センターの運営を開始し

て以降は，指定された時間までに全ての種類の商品を揃えなければならず，生

産効率が悪化した。これに伴い，製造に要する費用が増加しているが，取引価

格について小売業者に見直しを求めることはできない。 

 

○ 当社は，小売業者の物流センターまでの配送は外部の配送業者に委託してお

り，当社が配送業者に支払う費用は場所によって異ならず，物流センターに配

送してもらう場合も店舗まで配送する場合も変わらない。 

そのため，物流センターを利用することで，センターフィーの分だけ余計に

費用が掛かることとなり，当社にとっては物流センターを納品先として利用す

12.1% 81.8%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=33)

事前に協議の機会は与えられなかった 事前に協議の機会が与えられた 無回答
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ることについて，何らメリットがない。 

しかし，小売業者が納入場所として物流センターを利用するように要請する

ようになって以降は，物流センターを利用しなければ取引できないため，利用

せざるを得ない。 

 

【センターフィーの負担額（率）の引上げ】 

○ 平成２５年１月の営業担当者との商談の場で，大手総合スーパーから，１％

のセンターフィーの引上げが要請された。その算定根拠や内訳について説明を

求めたが，担当者からは明確な回答を得られなかった。 

営業担当者によれば，引上げの理由は，物流センターを通過する商品単価の

低下及び取引数量の減少により，物流センターを通過する合計の取引金額が下

がるとともに，稼働率が低下することで物流センターの運営が厳しくなってい

るということであった。商品の単価が引き下げられ，取引数量が減らされてい

る時点でメーカーは負担を強いられており，その結果物流センターを通過する

商品全体の金額が下がったからといって，そこまでメーカーが負担に応じる理

由はないだろうと考えている。 

 

○ 総合スーパー等を営む小売業者からセンターフィーの料率を０.５％引き上

げるよう要請があった。この料率の引き上げについて全く根拠は示されていな

いが，この小売業者が自社の物流センターを増設した時期とちょうど重なって

いたため，建設費用を納入業者に求めたものだと受け止めた。本来であれば応

じたくない内容の要請であるが，主要な取引先であり，他社が応じている中で，

当社だけが応じないわけにはいかないと考え,当該要請に応じることとした。
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エ 小売業者からのセンターフィー以外の要請 

(ア ) 発生頻度 
製造業者と小売業者との間で調査対象とした１，３７０取引について，製造業

者が小売業者から受けたセンターフィー以外の要請として，①システム利用料の

負担要請，②店別仕分け，棚別仕分けの要請，③小さい単位へ仕分けた上での納

品の要請，④店別仕分け用ラベル等の購入の要請，⑤値札ラベルの貼付作業等の

要請，⑥商品の在庫保管料の負担要請，及び⑦小売業者の物流センター内での作

業の要請の７つの要請についてそれぞれの発生頻度を聞いた。 

「頻繁に発生している」及び「発生することもある」との回答割合は，①につ

いては１６．４％，②から⑦については１．３％～５．８％であった。 

 

 (イ ) 具体的回答事例 
製造業者に対する書面調査及びヒアリング調査の結果，「センターフィー以外の

要請」に係る具体的な事例として，次のような回答があった。 

【小さい単位へ仕分けた上での納品の要請】 

○ 当社は，配送費用の関係で，最低ロット数を１００個（＝１ケース）として

いるが，小売業者からそれ以下の単位での発注を受けることがある。 

１ケース以下の数量で出荷する場合，当社で仕分け，包装作業を行わなくて

はならないという作業負担が発生するだけでなく，１ケースで出荷することを

前提として設定した単価を１ケース以下の場合にも一方的に適用される。こう

した場合の単価については見直しを求める余地がないため，発注数をケース単

位にするように申し入れているが，聞き入れられない。取引を続けていくため

には，こうした要請も受け入れざるを得ない。 

 

【店別仕分け用ラベル等の購入，貼付作業の要請】 

○ 小売業者が物流センターの運営を開始して以降，小売業者ごとに専用のラベ

ルを購入するように要請されるようになり，専用のラベルを貼付した上で納品

しなければ，物流センターで納品を受け付けてもらえないようになったため，

購入せざるを得ない。店別仕分け用ラベルは日々の出荷で必ず使用するもので

あり，小売業者ごとに毎月数万円単位の負担が発生している。 

小売業者にとっては，あらかじめ統一的なラベルが貼られた状態で物流セン

ターに納入されることで，作業が効率化されるというメリットはあるのだろう

が，納入業者にとって何らメリットがない。 

 

【物流センター内での作業の要請】 

○ 小売業者との契約上は，物流センターに商品を納入することのみを合意して

いるが，大手総合スーパーからは，配送に赴いた当社の社員に対し，物流セン

ター内に商品を納入した際，商品を店舗別，出荷期限順に仕分けする作業を要

請されている。 

当社が納入している商品は短い消費期限が定められているため，毎日出荷作
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業があり，物流センター内での作業コストが掛かるのは分かるが，本来，セン

ターフィーとして支払っている金額に物流センター内での作業費用は含まれ

ているはずであり，作業の要請と合わせ二重に負担を課されている。 

○ 小売業者の物流センターに納入する場合，契約には定められていないが，物

流センター内での商品の並べ方について，細かい指定がある。この指定どおり

に商品を種類ごとに並べておかないと，納入した数量を正確に把握してもらえ

ないため，配送に赴いた当社の社員が無償で作業を行っている。この小売業者

の納品については，通常の倍以上の時間が掛かっているが，その分の費用は当

社負担となっている。 

 

【共通クレートの利用要請】 

○ ２，３年前から，大手総合スーパー数社で共通クレート（商品を入れる箱）

を導入することとなり，導入日以降は，共通クレートをレンタルしなければ，

物流センターでの納入を受け付けないこととされた。この方針は文書で一方的

に示され，納入業者から意見を示す機会は与えられず，頭ごなしの要請であっ

た。 

やむなく指示された共通クレートを使用しているが，当社の規模で月に平均

１５０万円のレンタル代を負担させられている。 

当社としては，元々小売業者に出荷するために保有しているクレートを使用

できず，非常に高額なレンタル費用に加えて，レンタルした共通クレートにつ

いて，在庫数量の管理のため余計な人件費が掛かっているため，メリットは何

もない。 

さらに，小売業者の物流センター内の作業効率を上げるためというのであれ

ば，全メーカーに使用させるべきであるが，使用させられているのは中小メー

カーのみで大手メーカーは依然として各社のクレートの使用が許されており，

言うことを聞く中小メーカーをいじめているとしか思えない。 

 

○ 物流センターへの納品に当たっては，それぞれの専用箱の購入又はリースを

求められている。同じ系列のコンビニエンスストアと食品スーパーでは同じ形

状の箱を使用しているが，印字されているマークが異なるという理由で，結局

両方の専用箱を購入させられている。 

当社は，製造ラインにおいて自社の納入用の箱に納めるところまで自動化し

ているが，専用箱での納入を求められた場合は，この箱が使えないため，わざ

わざ別の箱に詰め替えるという余計な作業が発生する。 

また，箱の仕様や形状は，小売業者ごとに異なるため，それぞれ向けの箱を

一定数量確保しておかなければならず，食品に使用する箱であるため，一定以

上の衛生環境を持った保管スペースが余計に必要になっている。 

小売業者にとっては，納入されてくる箱の形状が統一されている点でメリッ

トがあることは分かるが，納入業者にとっては何らメリットがない。 
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オ 預け在庫 

(ア ) 預け在庫の有無 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，物流センターを「利用して

いる」９９０取引について，預け在庫の有無を聞いたところ，預け在庫が「ある」

が９６取引（９．７％）であった。 

 

図５５ 預け在庫 

 
 

(イ ) 預け在庫を置いている理由 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，預け在庫がある９６取引に

ついて，預け在庫を置いている理由を聞いたところ，「小売業者から，一定数量を

指定して在庫しておくように指示があるため，やむを得ず置いている」が４１取

引（４２．７％）であった。 

 

図５６ 預け在庫を置いている理由 

 
 

(ウ ) 預け在庫について製造業者に不利益が発生している事例（複数回答可） 

製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，小売業者の指示に基づき預

け在庫を置いている４１取引について，製造業者に不利益となる事例が発生して

いるかを聞いたところ，「小売業者から，一定数量を指定して在庫しておくよう指

示があるため，やむを得ず置いている預け在庫について，保管料を負担している

事例」が１６取引（３９．０％），「小売業者からの指示に基づき商品を在庫して

いたにもかかわらず，小売業者の一方的な都合により，実際には在庫数量より著

しく少ない数量しか発注されなかった事例」が１０取引（２４．４％），「店舗に

納入した商品について，セール実施後に不要な在庫となったことを理由とする返

品」が９取引（２２．０％）であった。 

なお，預け在庫があると卸売業者が回答した９６取引のうち，小売業者の指示

に基づき預け在庫を置いており，卸売業者に不利益となる事例が１つ以上発生し

ている取引は重複を排除すると２８取引（２９．２％）であった。 

9.7% 89.2%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=990)

ある ない 無回答

42.7% 50.0%

7.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=96)

小売業者から，一定数量を指定して在庫しておくように指示があるため，やむを得ず置いている

直接小売業者の物流センターに納入することで，物流を効率化するため，自社の希望により置いている

その他
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図５７ 預け在庫について発生している事例（複数回答可） 

 

 

(エ ) 上記(ウ )の２８取引に該当する取引の概要 
製造業者と小売業者との間の調査対象取引のうち，小売業者の指示に基づき預

け在庫を置いており，製造業者に不利益となる事例が発生していると回答のあっ

た２８取引について，小売業者の業態別にみると，総合スーパーが７取引，食品

スーパーが６取引，ホームセンターが４取引等であった。 

また，当該２８取引について，小売業者との主たる取引商品別にみると，加工

食品が８取引，菓子類が４取引，飲料・酒類が３取引等であった。 

 

(オ ) 具体的回答事例 
製造業者に対する書面調査及びヒアリング調査の結果，「預け在庫」に係る具体

的な事例として，次のような回答があった。 

【預け在庫】 

○ ホームセンターからは，平均的出荷量の約７日分と数量を指定して在庫とし

ておくように指示があり，その指示に基づいて納品する。当社に売上げが立つ

のは同社の物流センターに納品した時点ではなく，物流センターから店舗に出

荷された時点である。小売業者の物流センター内に商品は在庫としておかなけ

ればならない。 

一旦小売業者の物流センターに納品すると，他の小売業者の物流センターに

動かすことはできず，物流センター内に在庫されている間の保管費用について

も，当社が全額を負担している。 

  

39.0%

24.4%

22.0%

19.5%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

全体(N=41)

小売業者から，一定数量を指定して在庫しておくよう指示があるため，やむを得ず置いている預け在庫について，

保管料を負担している事例

小売業者からの指示に基づき商品を在庫していたにもかかわらず，小売業者の一方的な都合により，実際には在

庫数量より著しく少ない数量しか発注されなかった事例

店舗に納入した商品について，セール実施後に不要な在庫となったことを理由とする返品

小売業者が独自に設定した販売期限を経過したことを理由とする返品

欠品した場合に，納品されて販売していれば得られたであろう利益相当額を超えるペナルティを，その額や算出根

拠等について事前に協議することなく一方的に定められている事例
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⑶ 製造業者と卸売業者との間の取引 

【製造業者からの回答】 

 

ア 商品の納入先 

製造業者と卸売業者との間で調査対象とした２，１３０取引について，商品の納

入先として卸売業者の物流拠点（小売業者の運営する物流センターに相当するもの。

以下同じ。）を利用しているかを聞いたところ，「利用している」が１，６６０取引

（７７．９％）であった。 

また，卸売業者の物流拠点を利用せず，小売業者の物流センターへ直接商品を納

入している商品があるかを聞いたところ，「ある」が８０９取引（３８．０％）であ

った。 

 

図５８ 製造業者による卸売業者の物流拠点の利用 

 
 

イ 利用料等の負担要請 

(ア ) 利用料等の負担要請の有無 

製造業者と卸売業者との間の調査対象取引のうち，物流拠点を「利用している」

１，６６０取引について，物流拠点を利用していることを理由とする利用料等（小

売業者から納入業者に対して要請されるセンターフィーに相当するもの。以下同

じ。）の負担要請の有無を聞いたところ，負担要請が「ある」が４８８取引（２９．

４％）であった。 

 

図５９ 利用料等の負担要請 

 
 

(イ ) 利用料等の負担要請への対応 

製造業者と卸売業者との間の調査対象取引のうち，利用料等の負担要請が「あ

る」４８８取引について，負担要請への対応を聞いたところ，「応じている」が

４３７取引（８９．５％）であった。 

  

77.9% 21.3%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=2,130)

利用している 利用していない 無回答

29.4% 70.3%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,660)

ある ない 無回答

製造業者

卸売業者

小売業者
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図６０ 利用料等の負担要請への対応 

 

 

(ウ ) 利用料等の負担要請と納入単価の基準 

製造業者と卸売業者との間の調査対象取引のうち，利用料等の負担要請に「応

じている」４３７取引について，卸売業者との取引価格の中に含まれていると認

識している配送費用の範囲を聞いたところ，「配送費用は含まれていない」とす

るものが４６取引（１０．５％），「卸売業者の物流拠点」までとするものが１

５８取引（３６．２％）等であった。 

 

図６１ 利用料等の負担要請と納入単価の基準 

 

 

(エ ) 事前の協議の機会 

製造業者と卸売業者との間の調査対象取引のうち，利用料等の負担要請に「応

じている」４３７取引について，事前の協議の機会の有無を聞いたところ，「協議

の機会は与えられなかった」が８１取引（１８．５％），「協議の機会が与えられ

た」が３５０取引（８０．１％）であった。 

 

図６２ 事前の協議の機会 

 

  

89.5% 10.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=488)

応じている 応じていない

10.5% 36.2% 15.3% 12.4% 21.3%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=437)

配送費用は含まれていない

卸売業者の物流拠点までの配送費用

卸売業者の物流拠点までの配送費用，物流拠点での保管費用等

小売業者の物流センターまでの配送費用

小売業者の物流センターまでの配送費用，物流センターでの保管費用等

その他

18.5% 80.1%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=437)

事前に協議の機会は与えられなかった 事前に協議の機会が与えられた 無回答
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(オ ) 上記(エ )に該当する８１取引の概要 

製造業者と卸売業者との間の調査対象取引のうち，利用料等の負担要請を受け

た際，事前の協議の機会を与えられなかった８１取引について，卸売業者との主

たる取引商品別にみると，加工食品が３９取引，飲料・酒類が１３取引，菓子類

が１１取引等であった。 

 

 (カ ) 協議による合意 

製造業者と卸売業者との間の調査対象取引のうち，利用料等の負担要請を受け

た際，事前に協議の機会が与えられた３５０取引に，協議を行った結果，利用料

等について納得して合意したかを聞いたところ，卸売業者から示された条件に「応

じているが，納得しなかった場合もあった」が１０１取引（２８．９％），「納得

して応じたことはない」が１５取引（４．３％）であり，合わせると１１６取引

（３３．１％）で製造業者が十分納得しないで負担要請に応じていた。 

 

図６３ 協議による合意 

 

 

(キ ) 納得しなかった理由 

製造業者と卸売業者との間の調査対象取引のうち，十分納得しないで負担要請

に応じていた１１６取引について，納得しなかった理由を聞いたところ，「卸売業

者から一方的に利用料（率）等だけを示され，その合理的根拠を説明してもらえ

なかったため」が６５取引（５６．０％）等であった。 

 

図６４ 納得しなかった理由 

 

28.9%

4.3%

66.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=350)

卸売業者から示された条件に応じているが，納得しなかった場合もあった
卸売業者から示された条件に納得して応じたことはない
納得して応じた

56.0% 17.2% 12.9%

7.8% 6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=116)

卸売業者から一方的に利用料（率）等だけを示され，その合理的根拠を説明してもらえなかった

ため
卸売業者から示された利用料（率）等の根拠が，店舗への配送費用を反映したものとなっておら

ず，曖昧なものであったため
卸売業者から示された利用料（率）等が，同業他社に比べて高かったため

卸売業者から示された利用料（率）等に対して，自社の物流コスト等を説明するなどして軽減を申

し入れたが，聞き入れられなかったため
その他
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(ク ) 利用料等の負担額と直接の利益の比較 

製造業者と卸売業者との間の調査対象取引のうち，十分納得しないで負担要請

に応じていた１１６取引について，利用料等の負担額と，卸売業者の物流拠点を

使用することによって得られる直接の利益の額の比較について聞いたところ，「利

用料（率）等の負担額が自社の直接の利益の額を上回る水準となっている」が５

２取引（４４．８％）であった。 

 

図６５ 利用料等の負担要請額と直接の利益の額の比較 

 
 

(ケ ) 上記(ク )に該当する５２取引の概要 

製造業者と卸売業者との間の調査対象取引のうち，十分納得しないで負担要請

に応じており，利用料等の負担額が製造業者の直接の利益の額を上回る水準とな

っている５２取引について，卸売業者との主たる取引商品別にみると，加工食品

が２５取引，菓子類が２０取引，飲料・酒類が７取引であった。 

 

  

44.8% 29.3% 17.2% 8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=116)

利用料（率）等が自社の直接の利益の額を上回る水準となっている

利用料（率）等が自社の直接の利益の額に見合う水準となっている

自社の直接の利益の額が利用料（率）等を上回る水準となっている

無回答
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ウ 料率の推移 

(ア ) 物流拠点の利用料等の推移 
製造業者と卸売業者との間の調査対象取引のうち，利用料等の負担要請に「応

じている」４３７取引について，平成２４年１２月３１日時点の利用料等の額が

平成２１年１２月３１日時点と比較してどのように推移したか聞いたところ，「引

き上げられた」が４９取引（１１．２％）であった。 

 

図６６ 利用料等の負担額の推移 

  

 

(イ ) 利用料等の負担額を引き上げられた際の事前の協議の機会 
製造業者と卸売業者との間の調査対象取引のうち，利用料等の負担額を「引き

上げられた」４９取引について，利用料等の負担額を引き上げられた際の，事前

の協議の機会の有無を聞いたところ，「協議の機会は与えられなかった」が１９取

引（３８．８％），「協議の機会が与えられた」が２４取引（４９．０％）であっ

た。 

 

図６７ 利用料等の負担額を引き上げられた際の事前の協議の機会 

 

 

(ウ ) 上記(イ )に該当する１９取引の概要 
製造業者と卸売業者との間の調査対象取引のうち，利用料等の負担額を引き上

げられた際，事前に協議の機会を与えられなかった１９取引について，卸売業者

との主たる取引商品別にみると，加工食品が１３取引，飲料・酒類が５取引，生

鮮食品が１取引であった。 

 

  

11.2% 84.0%

1.8% 3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=437）

引き上げられた 変わらない 引き下げられた 無回答

38.8% 49.0% 12.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=49）

事前に協議の機会は与えられなかった 事前に協議の機会が与えられた 無回答
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エ 具体的回答事例 

製造業者に対する書面調査及びヒアリング調査の結果，「利用料（率）等の負担要

請」に係る具体的な事例として，次のような回答があった。 

【利用料等の負担要請】 

○ 卸売業者から要請されている３.５％の基本リベートに物流拠点の利用料が

含まれていると考えているが，卸売業者から，リベートの算出根拠や使途につ

いて説明されたことはないため，詳細は分からない。 

この基本リベートは取引開始後，１０年ほど前に一方的に定められ，その後，

何度か引き上げられている。この卸売業者は当社にとって取引高が最も多く，

取引依存度が高いため，こうした要請にも応じざるを得ない。 

 

○ 卸売業者からは，いずれも，物流費等の名目でリベートを要求され，支払に

応じている。 

取引契約上，当社から出荷した時点で所有権が卸売業者に移転する定めとな

っているので，本来であれば，その後の配送，保管に係る費用は卸売業者が負

担すべきものである。卸売業者から，負担の名目，理由について説明されない

ため，卸売業者が独自に要求しているものであるのか，小売業者から要求され

たセンターフィー等の一部の補塡を求めているものであるのかも定かではな

い。 

当社の業界ではこうしたリベートが慣習となっており，他の製造業者が応じ

ている中で当社だけが応じないわけにはいかないこと，支払いに応じないこと

で卸売業者との取引に影響があっては困ると考えていることから，支払に応じ

ている。 
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オ 卸売業者が小売業者に支払ったセンターフィーの補塡要請 

(ア ) センターフィーの補塡要請 
製造業者と卸売業者との間の調査対象とした２，１３０取引について，卸売業

者が小売業者に支払ったセンターフィーについて，卸売業者からの費用補塡の要

請の有無，及び当該要請に応じているかを聞いたところ，「補塡要請があり，応じ

ざるを得ない」が２９０取引（１３．６％），「補塡要請はあるが，断ることがで

きる」が３７５取引（１７．６％）であり，合わせると６６５取引（３１．２％）

で製造業者は卸売業者からセンターフィーの補塡要請を受けていた。 

 

図６８ センターフィーの補塡要請 

 

 

(イ ) 上記(ア )に該当する２９０取引の概要 
製造業者と卸売業者との間の調査対象取引のうち，卸売業者からセンターフィ

ーの「補塡要請があり，応じざるを得ない」２９０取引について，製造業者との

主たる取引商品別にみると，加工食品が１５２取引，菓子類が８５取引，飲料・

酒類が４３取引等であった。 

 

カ 具体的回答事例 

製造業者に対する書面調査及びヒアリング調査の結果，「センターフィーの補塡要

請」に係る具体的な事例として，次のような回答があった。 

【補塡要請】 

○ リベートの支払自体では利益がないため，当社の利益が圧迫されている。当

社のような製造業者は，リベートの負担を原料メーカーに補塡要請できないた

め，製造原価を削減するにも限度がある。ここまで販売価格が下がると，同じ

水準，量の商品を，質を落とさずに製造し続けることは難しくなっているため，

新規商品の開発に設備投資ができる製造業者自体少なくなっている。 

 

○ 大手卸売業者は,小売業者に支払ったセンターフィーの補塡として，一方的

に取引金額の１.５％を当社の売掛金から相殺している。こうした要請は少な

くとも１０数年前から続いている。取引金額の１.５％という基準の理由や，

この卸売業者が小売業者からどのような料率のセンターフィーを請求されて

いるか等についての説明を受けたことはない。 

大手卸売業者の物流拠点で商品を引き渡した時点で，所有権は移転してお

13.6% 17.6% 67.5%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=2,130）

補塡要請があり，応じざるを得ない 補塡要請はあるが，断ることができる

補塡要請はない 無回答
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り，また，大手卸売業者には別途リベートを支払っているので，本来であれば

そのリベートの範囲内で対応してもらうべき費用であると考えている。 

取引条件として納得できないため，交渉は行っているが，営業担当者から，

「他のメーカーさんにも応じてもらっている。貴社だけ応じないということで

あれば，小売業者に販売できなくなるかもしれないよ。」などと取引への影響

を示唆されている。この卸売業者は当社にとって主要な取引先であり，同社が

当社の商品を取り扱ってくれなければ当社は立ち行かなくなるため，支払いに

応じざるを得ない。 

○ 小売業者から請求されているセンターフィーの料率，当社に対して示してい

る補塡の料率の根拠について，説明されることはない。 

一度要請に応じてしまうと，その後も特に協議が行われることなく，同じ水

準の要請が続けられ，応じざるを得ない。本来であれば，卸売業者が自社の利

益の範囲内で対応すべきものであるが，他の製造業者が支払に応じている中

で，当社だけが応じないという対応をとると，小売業者に販売してもらえなく

なるおそれもあるため，応じざるを得ないものとなっている。 

○ 当社の売掛金の請求に対して,一方的に補塡金額分を相殺した金額による明

細書を作成してくる。請求明細書の摘要欄に記載されている「ＣＦ」，「センタ

ーフィー」といった項目を見て初めてその金額が売掛金から相殺されたことが

分かるようになっているが，事前に相殺される金額について説明されたことは

ない。全ての卸売業者から負担を求められているわけではないことから考えて

も，小売業者からの要請がきつい卸売業者が，製造業者にセンターフィーの補

塡を求めているのであり，原因は小売業者にある。 
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キ 卸売業者から受けた利用料等の負担以外の要請 

(ア ) 発生頻度 

製造業者と卸売業者との間で調査対象とした２，１３０取引について，製造業

者が卸売業者から受けた利用料等の負担以外の要請として，①商品の在庫保管料

の負担要請，②卸売業者の物流拠点内での作業の要請，③店別仕分け，棚別仕分

けの要請，及び④小さい単位へ仕分けた上での納品の要請の４つの要請について

それぞれの発生頻度を聞いた。 

「頻繁に発生している」及び「発生することもある」との回答割合は，①から

④について３．４％～５．９％であった。 

 

(イ ) 具体的回答事例 

製造業者に対する書面調査及びヒアリング調査の結果，「利用料等の負担以外の

要請」に係る具体的な事例として，次のような回答があった。 

【商品の在庫保管料の負担の要請】 

○ 年末年始の間，製造業者は営業を休止するが，小売業者は年中無休のところ

が多いため，卸売業者は欠品を出さないように通常より多く仕入れている。 

在庫保管料は，その期間多く仕入れた商品の在庫保管に係る経費という名目

で，取引金額の１％を支払うよう要請があった。卸売業者が年末年始に取引数

量を増やしたのは当社に関わりのない事情によるもので，支払うべき合理的理

由は全くないと感じているが，主要な取引先であり，取引に与える影響を考え

ると応じざるを得ない。 

 

【物流拠点内での作業の要請】 

○ 当社の義務は卸売業者の物流拠点に納入した時点で完了しているが，卸売業

者が行うべき，商品の荷降ろし，物流拠点内での商品の並び替え等の作業を行

うことを要請されることがある。こうした要請は，特に関西方面の卸売業者の

物流拠点で多い。物流拠点内で作業する場合，余計な労務，拘束時間が発生す

るだけでなく，商品の破損や何らかの事故も起こり得る。そうした場合の責任

の所在も定められていないので，立場の弱い製造業者としては，結局生じた費

用を負担せざるを得ない。 

 

○ 多くの卸売業者の物流拠点で，ヘルメットを着用して行うフォークリフトを

利用した商品の荷降ろし，棚入れといった作業を要請されており，当社が委託

した配送業者の従業員がこうした作業を行っている。取引契約上，当社の義務

は卸売業者の物流拠点で商品を引渡すまでであり，以降は本来卸売業者が行う

べき業務である。しかし，多くの卸売業者の物流拠点でこうした要請が行われ，

この要請に応じている配送業者が多い状況にあり，断ってしまうとその配送業

者は卸売業者から「来なくてよい。」と言われかねないため，応じざるを得な

い状況にある。 

当社と配送業者との契約は，物流拠点への配送までであり，当社は，以降の
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作業については費用を支払っていないため，こうした作業に伴い発生する費用

は全て配送業者の負担となっている。 

 

【小さい単位へ仕分けた上での納品の要請】 

○ 当社は，卸売業者から，配送費用の関係で，最低ロット数の１００個（＝１

ケース）以下の単位で発注を受けることがある。 

この場合，当社で仕分け，包装作業を行わなくてはならないという作業負担

が発生するが，その分の費用を卸売業者が支払ってくれるわけではない。また，

１ケースで出荷することを前提として設定した単価を１ケース以下の場合に

も一方的に適用される。こうした場合の単価については見直しを求める余地が

ないため，発注数をケース単位にするように申し入れているが，聞き入れられ

ない。こうした要請も取引を続けていくためには，受け入れざるを得ない。 

 

○ 当社は，配送費用を考慮して，発注のロットを最低２０ケースとするように

卸売業者に求めているが，地域内に所在する小売業者の店舗数が少ない場合等

には，それ以下での発注を受ける場合がある。こうした要請は，大手の総合ス

ーパーに販売している大手卸売業者から月に約２０件程度受けており，１回当

たり２００円から１,０００円程度の配送費用が余計に掛かっているため，配

送費用を考えると割に合わないが，取引を継続していくためには，最低ロット

数以下の発注の場合も応じざるを得ない。 

 

【マスター登録料】 

○ 小売業者からの電子受発注に応じるため，卸売業者が，商品ごとにマスター

番号を登録，保管する作業は卸売業者の本来の業務であるが，卸売業者からは，

登録に伴う作業料として，１件当たり１０円を請求されている。こうした登録

料は小売業者の販売先１か所ごとに費用が発生するが，商品単価が低く，かつ

種類が多い当社の業界では，大きい金額になる場合もある。 

こうした作業について卸売業者から当社に費用が請求されるのは納得でき

ないが，この卸売業者は主要な取引先であり，取引に与える影響を考えると応

じざるを得ない。 
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第３ 調査結果の評価 

１ 優越的地位の濫用につながり得る行為の状況 

⑴ 調査結果の概要 

①卸売業者と小売業者との間の取引，②製造業者と小売業者との間の取引，及び③

製造業者と卸売業者との間の取引について，それぞれ①については卸売業者からの回

答を基に，②及び③については製造業者からの回答を基に結果を取りまとめたところ，

概要は図６９のとおりであった。 

 

図６９ 調査結果の概要※１ 

卸売業者と小売業者

との間の取引 

製造業者と小売業者

との間の取引 
製造業者と卸売業者

との間の取引※２ 

調査対象取引数 １，９２６取引 １，３７０取引 ２，１３０取引

⑴ センターフィーの負担要請 

物流センターを利用していない取引 ７５３取引 ３６５取引 ４５３取引

物流センターの利用を名目とする協賛金等
の負担要請があり，応じざるを得ないものと
して応じている取引 

２２取引 ６取引 

２．９％
（22／753）

１．６％ 
（6／365） 

物流センターを利用している取引 １，１５９取引 ９９０取引 １，６６０取引

センターフィーの負担要請があり，応じている

取引 

９４５取引 ６８４取引 ４３７取引

センターフィーの負担要請の際，事前の協
議の機会を与えられず，算出根拠，使途等
を示されなかった取引 

３６７取引 １９１取引 ８１取引

３８．８％
（367／945）

２７．９％ 
（191／684） 

１８．５％
（81／437）

協議の結果十分納得しておらず，直接の
利益を上回る負担額を要請された取引 

４５取引 ２６取引 ５２取引

４．８％
（45／945）

３．８％ 
（26／684） 

１１．９％
（52／437）

センターフィーの負担額（率）の引上げの
際，事前の協議の機会を与えられず，算出
根拠，使途等を示されなかった取引 

２１取引 ４取引 １９取引

２．２％
（21／945）

０．６％ 
（4／684） 

４．３％
（19／437）

⑵ 預け在庫 

預け在庫がある取引 １８２取引 ９６取引 

小売業者の指示に基づき預け在庫を置いて 
おり，納入業者に不利益となる事例が１つ 
以上発生している取引 

３３取引 ２８取引 

１８．１％
（33／182）

２９．２％ 
（28／96） 

⑶ センターフィーの補塡要請 

卸売業者が小売業者に支払ったセンターフィー
の一部又は全部について，卸売業者から製造
業者に対して補塡要請があり，応じざるを得な
いものとして応じている取引 

  ２９０取引

１３．６％
（290／2,130）

※１ 各設問における無回答を除いて記載している。 

※２ 製造業者と卸売業者との間の取引については，「物流拠点」を「物流センター」に，「利用料等」を「センタ

ーフィー」にそれぞれ読み替えている。 
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⑵ 各取引の状況 

ア 卸売業者と小売業者との間の取引 

(ア) 物流センターを利用していない場合 

物流センターを利用していない場合に，小売業者から物流センターの利用を名

目とする協賛金等の負担要請があり，応じざるを得ないものとして応じていると

卸売業者が回答している場合，優越的地位の濫用につながり得ると考えられる。 

卸売業者と小売業者との間の１，９２６取引のうち，物流センターを利用してい

ない７５３取引についてみると，上記に該当する行為を受けたと卸売業者が回答

した取引が２２取引（２．９％）であった。 

当該２２取引について，小売業者の業態別にみると，食品スーパーが１０取引，

専門量販店が６取引，ドラッグストアが４取引等であった。 

 

(イ) 物流センターを利用している場合 

ａ センターフィーの負担要請 

物流センターを利用している場合に，センターフィーの負担要請があり，①

負担要請の際，事前の協議の機会を与えられず，算出根拠，使途等を示されな

かった，②協議の結果十分納得しておらず，直接の利益を上回る負担額を要請

された，③センターフィーの負担額（率）の引上げの際，事前の協議の機会を

与えられず，算出根拠，使途等を示されなかった，のいずれかに該当すると卸

売業者が回答している場合，優越的地位の濫用につながり得ると考えられる。 

卸売業者と小売業者との間の１，９２６取引のうち，小売業者からセンター

フィーの負担要請があり，応じている９４５取引についてみると，①に該当す

る行為を受けたと卸売業者が回答した取引が３６７取引（３８．８％），②が

４５取引（４．８％），③が２１取引（２．２％）であり，①に係る取引が特

に多くなっていた。 

 

図７０ 優越的地位の濫用につながり得るセンターフィーの負担要請の状況（複数

回答可※） 

 
※ ③の２１取引については，①及び②と重複している場合があり，２１取引のうち１８取引が①と，２取引が

②とそれぞれ重複している。 

  

38.8%

4.8%

2.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

①センターフィーの負担要請の際，事前の  

協議の機会を与えられず，算出根拠，使途

等を示されなかった（N=945） 

②協議の結果十分納得しておらず，直接の 

利益を上回る負担額を要請された（N=945） 

③センターフィーの負担額（率）の引上げの

際，事前の協議の機会を与えられず，算出

根拠，使途等を示されなかった（N=945） 

367 取引

45 取引

21 取引

製造業者

卸売業者

小売業者
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また，①から③に該当する行為を受けたと卸売業者が回答した取引について，

小売業者の業態別にみると，①の３６７取引では，食品スーパーが１８８取引，

総合スーパーが５４取引，ドラッグストアが４０取引等であった。②の４５取

引では，食品スーパーが１４取引，ドラッグストアが１２取引，総合スーパー

が１０取引等であった。③の２１取引では，食品スーパーが１１取引，総合ス

ーパーが５取引，ディスカウントストア及びドラッグストアが共に２取引等で

あった。 

 

ｂ 預け在庫 

預け在庫は，一般に，小売業者の物流センターに納入した時点ではなく，物

流センターから出荷された時点で，出荷された数量分だけ売上げが立つものと

されているため，物流センターに納入し，受領検品を終えた時点で納入業者に

売上げが立つ取引と異なり，出荷されるまでの在庫に関する毀損等のリスク，

在庫に要する費用等を卸売業者が負担することとなり，納入業者にとっては不

利益となりやすい。 

そのため，①小売業者の指示に基づき預け在庫を置いていると納入業者が回

答しており，かつ②「小売業者から，一定数量を指定して在庫しておくよう指

示があるため，やむを得ず置いている預け在庫について，保管料を負担してい

る」，「小売業者からの指示に基づき商品を在庫していたにもかかわらず，小売

業者の一方的な都合により，実際には在庫数量より著しく少ない数量しか発注

されなかった」，「小売業者が独自に設定した販売期限を経過したことを理由と

する返品があった」などの不利益が発生していると納入業者が回答している場

合，優越的地位の濫用につながり得ると考えられる。 

卸売業者と小売業者との間の１，９２６取引のうち，預け在庫があると卸売

業者が回答した１８２取引についてみると，上記の①及び②に該当する行為を

受けたと卸売業者が回答した取引が３３取引（１８．１％）であった。 

また，当該３３取引について，小売業者の業態別にみると，コンビニエンス

ストアと食品スーパーが共に９取引，総合スーパーが６取引等であった。 
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イ 製造業者と小売業者との間の取引 

(ア) 物流センターを利用していない場合 

優越的地位の濫用につながり得る取引についての考え方は，前記の卸売業者と

小売業者との間との取引と同様である。 

製造業者と小売業者との間の１，３７０取引のうち，物流センターを利用して

いない３６５取引についてみると，上記に該当する行為を受けたと製造業者が回

答した取引が６取引（１．６％）であった。 

当該６取引について，小売業者の業態別にみると，食品スーパーが４取引，通

販業者及び専門量販店が共に１取引であった。 

 

(イ) 物流センターを利用している場合 

ａ センターフィーの負担要請 

優越的地位の濫用につながり得る取引についての考え方は，前記の卸売業者

と小売業者との間との取引における①から③と同様である。 

製造業者と小売業者との間の１，３７０取引のうち，小売業者からセンター

フィーの負担要請があり，応じている６８４取引についてみると，①に該当す

る行為を受けたと製造業者が回答した取引が１９１取引（２７．９％），②が

２６取引（３．８％），③が４取引（０．６％）であり，①に係る取引が特に

多くなっていた。 

 

図７１ 優越的地位の濫用につながり得るセンターフィーの負担要請の状況（複数

回答可※） 

 
※ ③の４取引については，①及び②と重複している場合があり，４取引のうち１取引が①と重複している。 

 

また，①から③に該当する行為を受けたと製造業者が回答した取引について，

小売業者の業態別にみると，①の１９１取引では，食品スーパーが８０取引，

総合スーパーが４８取引，コンビニエンスストアが２５取引等であった。②の

２６取引では，総合スーパーが９取引，食品スーパーが８取引，コンビニエン

スストアが７取引等であった。③の４取引では，食品スーパー及びコンビニエ

ンスストアが共に２取引であった。  

27.9%

3.8%

0.6%

0% 10% 20% 30%

①センターフィーの負担要請の際，事

前の協議の機会を与えられず，算

出根拠，使途等を示されなかった

（N=684） 

②協議の結果十分納得しておらず，直

接の利益を上回る負担額を要請さ

れた（N=684） 

③センターフィーの負担額（率）の引上

げの際，事前の協議の機会を与えら

れず，算出根拠，使途等を示されな

かった（N=684）

26 取引

191 取引

4取引

製造業者

卸売業者

小売業者
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ｂ 預け在庫 

優越的地位の濫用につながり得る取引についての考え方は，前記の卸売業者

と小売業者との間の取引と同様である。 

製造業者と小売業者との間の１，３７０取引のうち，預け在庫があると製造

業者が回答した９６取引についてみると，上記の①及び②に該当する行為を受

けたと製造業者が回答した取引が２８取引（２９．２％）であった。 

また，当該２８取引について，小売業者の業態別にみると，総合スーパーが

７取引，食品スーパーが６取引，ホームセンターが４取引等であった。 
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ウ 製造業者と卸売業者との間の取引 

(ア) 利用料等の負担要請 

卸売業者の運営する物流拠点を利用している場合に，物流拠点を利用している

ことを理由とする利用料等の負担要請があり，①負担要請の際，事前の協議の機

会を与えられなかった，②協議の結果十分納得しておらず，直接の利益を上回る

負担額を要請された，③利用料等の引上げの際，事前の協議の機会を与えられな

かった，のいずれかに該当すると製造業者が回答している場合，優越的地位の濫

用につながり得ると考えられる。 

製造業者と卸売業者との間の２，１３０取引のうち，卸売業者から利用料等の

負担要請があり，応じている４３７取引についてみると，①に該当する行為を受

けたと製造業者が回答した取引が８１取引（１８．５％），②が５２取引（１１．

９％），③が１９取引（４．３％）であった。 

 

図７２ 優越的地位の濫用につながり得る利用料等の負担要請の状況（複数回答可※） 

 
※ ③の１９取引については，①及び②と重複している場合があり，１９取引のうち９取引が①と，５取引が②

とそれぞれ重複している。 
 

また，①から③に該当する行為を受けたと製造業者が回答した取引について，

卸売業者との主たる取引商品別にみると，①の８１取引では，加工食品が３９取

引，飲料・酒類が１３取引，菓子類が１１取引等であった。②の５２取引では加

工食品が２５取引，菓子類が２０取引，飲料・酒類が７取引であった。③の１９

取引では加工食品が１３取引，飲料・酒類が５取引，生鮮食品が１取引であった。 

 

(イ) センターフィーの補塡要請 

卸売業者が小売業者に対して支払ったセンターフィーの一部又は全部について，

卸売業者から製造業者に対して補塡要請があり，応じざるを得ないものとして応

じていると製造業者が回答している場合，通常，製造業者に直接の利益が生じて

いるとは考えられないため，優越的地位の濫用につながり得ると考えられる。 

製造業者と卸売業者との間の２，１３０取引についてみると，上記に該当する

行為を受けたと製造業者が回答した取引が２９０取引（１３．６％）であった。 

また，当該２９０取引について，卸売業者との主たる取引商品別にみると，加

工食品が１５２取引，菓子類が８５取引，飲料・酒類が４３取引等であった。

18.5%

11.9%

4.3%

0% 10% 20%

①利用料等の負担要請の際，事前の協

議の機会を与えられず，算出根拠，

使途等を示されなかった（N=437） 

②協議の結果十分納得しておらず，直

接の利益を上回る負担額を要請され

た（N=437） 

③利用料等の引上げの際，事前の協議

の機会を与えられず，算出根拠，使途

等を示されなかった（N=437） 

81 取引

52 取引 

19 取引

製造業者

卸売業者

小売業者
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⑶ 優越的地位の濫用につながり得る行為の傾向 

ア 卸売業者と小売業者との間の取引 

卸売業者と小売業者との間の１，９２６取引のうち，前記第３の１⑵のアで述べ

てきた優越的地位の濫用につながり得る行為に該当する行為を１つ以上受けたと卸

売業者が回答した取引は，重複を排除すると４４６取引（２３．２％）であった。 

(ア) 卸売業者の小売業者に対する取引依存度と，小売業者による卸売業者に対する

優越的地位の濫用につながり得る行為との相関 

卸売業者と小売業者との間の１，９２６取引のうち，卸売業者が調査票におい

て小売業者との年間取引高又は自社の売上高を記載していないため，取引依存度

を算出できない８３取引を除いた１，８４３取引を卸売業者の小売業者に対する

取引依存度ごとに区分すると，図７３の「当該区分に該当する取引数」欄に記載

の取引数（②）となる。 

また，優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた上記４４６取引のうち，

同様に，取引依存度を算出できない２０取引を除いた４２６取引について，取引

依存度ごとに区分すると，「優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた取引

数」欄に記載の取引数（①）となる。 

そして，②の取引数に占める①の取引数の割合を算出したものが「②の取引数

に占める①の取引数の割合」欄に記載の割合であり，取引依存度が高い卸売業者

ほど優越的地位の濫用につながり得る行為を受けたと回答する割合が高くなると

いう傾向がみられた。 

 

図７３ 卸売業者の小売業者に対する取引依存度の区分ごとの取引数に占める優

越的地位の濫用につながり得る行為がみられた取引数の割合 

取引依存度 １％未満 
１％以上 

３％未満 

３％以上 

５％未満 
５％超 合計 

②の取引数に占める

①の取引数の割合 

12.3% 20.4% 29.6% 26.8% 23.1%

41／334 91／447 97／328 197／734 426／1843

優越的地位の濫用につ

ながり得る行為がみら

れた取引数（①） 
41 91 97 197 426

当該区分に該当する

取引数（②） 
334 447 328 734 1843

※ 区分ごとに，最もパーセンテージが高い区分を濃く，２番目に高い区分を薄く網掛けしている。以下同じ。 
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(イ) 卸売業者と小売業者との年間取引高と，小売業者による卸売業者に対する優越

的地位の濫用につながり得る行為との相関 

卸売業者と小売業者との間の１，９２６取引のうち，卸売業者が調査票におい

て小売業者との年間取引高を記載していないため，年間取引高を算出できない４

２取引を除いた１，８８４取引を卸売業者の小売業者に対する年間取引高ごとに

区分すると，図７４の「当該区分に該当する取引数」欄に記載の取引数（②）と

なる。 

また，優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた上記４４６取引のうち，

同様に，年間取引高を算出できない２０取引を除いた４２６取引について，年間

取引高ごとに区分すると，「優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた取引

数」欄に記載の取引数（①）となる。 

そして，②の取引数に占める①の取引数の割合を算出したものが「②の取引数

に占める①の取引数の割合」欄に記載の割合であり，年間取引高が高い卸売業者

ほど優越的地位の濫用につながり得る行為を受けたと回答する割合が高くなると

いう傾向がみられた。 

 

図７４ 卸売業者と小売業者との年間取引高の区分ごとの取引数に占める優越的

地位の濫用につながり得る行為がみられた取引数の割合 

年間取引高 
1000 万円 

以下 

1000 万円超

5000万円以下

5000 万円超

1 億円以下

1 億円超 

3 億円以下 
3 億円超 合計 

②の取引数に占める

①の取引数の割合 

9.6% 15.1% 19.2% 21.1% 27.4% 22.6%

12／125 31／205 37／193 92／435 254／926 426/1884

優越的地位の濫用に

つながり得る行為がみ

られた取引数（①） 
12 31 37 92 254 426

当該区分に該当する

取引数（②） 
125 205 193 435 926 1884
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イ 製造業者と小売業者との間の取引 

製造業者と小売業者との間の１，３７０取引のうち，前記第３の１⑵のイで述べ

てきた優越的地位の濫用につながり得る行為に該当する行為を１つ以上受けたと製

造業者が回答した取引は，重複を排除すると２４６取引（１８．０％）であった。 

(ア) 製造業者の小売業者に対する取引依存度と，小売業者による製造業者に対する

優越的地位の濫用につながり得る行為との相関 

製造業者と小売業者との間の１，３７０取引のうち，製造業者が調査票におい

て小売業者との年間取引高又は自社の売上高を記載していないため，取引依存度

を算出できない７８取引を除いた１，２９２取引を製造業者の小売業者に対する

取引依存度ごとに区分すると，図７５の「当該区分に該当する取引数」欄に記載

の取引数（②）となる。 

また，優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた上記２４６取引のうち，

同様に，取引依存度を算出できない１２取引を除いた２３４取引について，取引

依存度ごとに区分すると，「優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた取引

数」欄に記載の取引数（①）となる。 

そして，②の取引数に占める①の取引数の割合を算出したものが「②の取引数

に占める①の取引数の割合」欄に記載の割合であり，取引依存度が高い製造業者

ほど優越的地位の濫用につながり得る行為を受けたと回答する割合が高くなると

いう傾向がみられた。 

 

図７５ 製造業者の小売業者に対する取引依存度の区分ごとの取引数に占める優

越的地位の濫用につながり得る行為がみられた取引数の割合 

取引依存度 １％未満 
１％以上 

３％未満 

３％以上 

５％未満 
５％超 合計 

②の取引数に占める

①の取引数の割合 

11.5% 19.4% 19.0% 26.7% 18.1%

57／497 62／319 30／158 85／318 234／1292

優越的地位の濫用につ

ながり得る行為がみら

れた取引数（①） 
57 62 30 85 234

当該区分に該当する

取引数（②） 
497 319 158 318 1292
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(イ) 製造業者と小売業者との年間取引高と，小売業者による製造業者に対する優越

的地位の濫用につながり得る行為との相関 

製造業者と小売業者との間の１，３７０取引のうち，製造業者が調査票におい

て小売業者との年間取引高を記載していないため，年間取引高を算出できない６

２取引を除いた１，３０８取引を製造業者の小売業者に対する年間取引高ごとに

区分すると，図７６の「当該区分に該当する取引数」欄に記載の取引数（②）と

なる。 

また，優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた上記２４６取引のうち，

同様に，年間取引高を算出できない４取引を除いた２４２取引について，年間取

引高ごとに区分すると，「優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた取引数」

欄に記載の取引数（①）となる。 

そして，②の取引数に占める①の取引数の割合を算出したものが「②の取引数

に占める①の取引数の割合」欄に記載の割合であり，年間取引高が高い製造業者

ほど優越的地位の濫用につながり得る行為を受けたと回答する割合が高くなると

いう傾向がみられた。 

 

図７６ 製造業者と小売業者との年間取引高の区分ごとの取引数に占める優越的

地位の濫用につながり得る行為がみられた取引数の割合 

年間取引高 
1000 万円 

以下 

1000 万円超

5000万円以下

5000 万円超

1 億円以下

1 億円超 

3 億円以下 
3 億円超 合計 

②の取引数に占める

①の取引数の割合 

7.9% 9.7% 12.0% 23.2% 30.0% 18.5%

15／190 27／277 22／183 66／285 112／373 242/1308

優越的地位の濫用に

つながり得る行為がみ

られた取引数（①） 
15 27 22 66 112 242

当該区分に該当する

取引数（②） 
190 277 183 285 373 1308
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ウ 製造業者と卸売業者との間の取引 

製造業者と卸売業者との間の２，１３０取引のうち，前記第３の１⑵のウで述べ

てきた優越的地位の濫用につながり得る行為に該当する行為を１つ以上受けたと製

造業者が回答した取引は，重複を排除すると３５９取引（１６．９％）であった。 

(ア) 製造業者の卸売業者に対する取引依存度と，卸売業者による製造業者に対する

優越的地位の濫用につながり得る行為との相関 

製造業者と卸売業者との間の２，１３０取引のうち，製造業者が調査票におい

て卸売業者との年間取引高又は自社の売上高を記載していないため，取引依存度

を算出できない７０取引を除いた２，０６０取引を製造業者の卸売業者に対する

取引依存度ごとに区分すると，図７７の「当該区分に該当する取引数」欄に記載

の取引数（②）となる。 

また，優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた上記３５９取引のうち，

同様に，取引依存度を算出できない８取引を除いた３５１取引について，取引依

存度ごとに区分すると，「優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた取引数」

欄に記載の取引数（①）となる。 

そして，②の取引数に占める①の取引数の割合を算出したものが「②の取引数

に占める①の取引数の割合」欄に記載の割合であり，取引依存度が高い製造業者

ほど優越的地位の濫用につながり得る行為を受けたと回答する割合が高くなると

いう傾向がみられた。 

 

図７７ 製造業者の卸売業者に対する取引依存度の区分ごとの取引数に占める優

越的地位の濫用につながり得る行為がみられた取引数の割合 

取引依存度 １％未満 
１％以上 

３％未満 

３％以上 

５％未満 
５％超 合計 

②の取引数に占める

①の取引数の割合 

12.7% 12.0% 17.9% 21.4% 17.0%

47／369 58／485 62／346 184／860 351／2060

優越的地位の濫用につ

ながり得る行為がみら

れた取引数（①） 
47 58 62 184 351

当該区分に該当する

取引数（②） 
369 485 346 860 2060
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(イ) 製造業者と卸売業者との年間取引高と，卸売業者による製造業者に対する優越

的地位の濫用につながり得る行為との相関 

製造業者と卸売業者との間の２，１３０取引のうち，製造業者が調査票におい

て卸売業者との年間取引高を記載していないため，年間取引高を算出できない４

５取引を除いた２，０８５取引を製造業者の卸売業者に対する年間取引高ごとに

区分すると，図７８の「当該区分に該当する取引数」欄に記載の取引数（②）と

なる。 

また，優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた上記３５９取引のうち，

同様に，年間取引高を算出できない３取引を除いた３５６取引について，年間取

引高ごとに区分すると，「優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた取引数」

欄に記載の取引数（①）となる。 

そして，②の取引数に占める①の取引数の割合を算出したものが「②の取引数

に占める①の取引数の割合」欄に記載の割合であり，年間取引高が高い製造業者

ほど優越的地位の濫用につながり得る行為を受けたと回答する割合が高くなると

いう傾向がみられた。 

 

図７８ 製造業者と卸売業者との年間取引高の区分ごとの取引数に占める優越的

地位の濫用につながり得る行為がみられた取引数の割合 

年間取引高 
1000 万円 

以下 

1000 万円超

5000万円以下

5000 万円超

1 億円以下

1 億円超 

3 億円以下 
3 億円超 合計 

②の取引数に占める

①の取引数の割合 

7.5% 11.6% 11.5% 19.3% 21.0% 17.1%

7／93 37／320 36／312 108／559 168／801 356/2085

優越的地位の濫用に

つながり得る行為がみ

られた取引数（①） 
7 37 36 108 168 356

当該区分に該当する

取引数（②） 
93 320 312 559 801 2085

  



62 

 

２ 物流センターを利用した取引における留意点 

⑴ 物流センターの利用状況 

今回の調査において，卸売業者と小売業者との間の取引及び製造業者と小売業者と

の間の取引をみると，小売業者は９５．４％が物流センターを運営していると回答し

ていた。また，卸売業者と小売業者との間の取引において，６０．２％の卸売業者が，

製造業者と小売業者との間の取引において，７２．３％の製造業者が，それぞれ，物

流センターを利用していると回答しており，物流センターが取引の中で広く利用され

ていることが認められた。 

 

⑵ センターフィーの負担要請の状況 

ア センターフィーの負担要請 

卸売業者と小売業者との間の取引では，物流センターを利用している１，１５９

取引のうち９５２取引（８２．１％）でセンターフィーの負担要請があり，うち９

４５取引で負担要請に応じていると卸売業者が回答していた。 

次に，製造業者と小売業者との間の取引では，物流センターを利用している取引

９９０取引のうち６９２取引（６９．９％）でセンターフィーの負担要請があり，

うち６８４取引で負担要請に応じていると製造業者が回答していた。 

いずれの取引においても，小売業者からのセンターフィーの負担要請については，

ほとんど全ての納入業者が応じていることが認められた。 

 

イ 要請されているセンターフィーの実態 

(ア) センターフィーの負担要請の根拠 

センターフィーについては，「物流センターを利用した取引が行われるようにな

る以前，納入業者は小売業者の店舗までの配送等を行い，小売業者と納入業者と

の間の取引価格には，『小売業者の店舗』までの配送費用が含まれていた。小売業

者が物流センターを開設・運営するようになって以降は，納入業者は物流センタ

ーへの納品までを行い，店別仕分け，配送等の作業は小売業者が代わって行うよ

うになった。一方で，取引価格としては，引き続き『小売業者の店舗』までの配

送費用を含んだ価格での取引を行う小売業者と，取引価格を見直し，『小売業者の

物流センター』までの配送費用を含んだ価格での取引を行う小売業者がみられる

ようになった。センターフィーは，『小売業者の店舗』までの配送費用を含んだ価

格で取引が行われている場合に，小売業者が代わって行うようになった物流セン

ターでの作業等と店舗までの配送等に要した費用として，納入業者に要請してい

るものである。」と小売業者から説明される場合がある。 

卸売業者と小売業者との間の取引では，物流センターを利用している１，１５

９取引のうち，小売業者との取引価格に含まれている配送費用の範囲が「小売業

者の物流センター」までであると卸売業者が回答した取引は４０３取引（３４．

８％），「小売業者の店舗」までであると卸売業者が回答した取引は７４２取引（６

４．０％）であった。 

センターフィーが，小売業者が代わって行うようになった作業等に要した費用
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だとすれば，「小売業者の物流センター」までの配送費用を含んだ価格で行われる

取引においてはセンターフィーの負担の要請は行われないはずであるが，当該４

０３取引について，物流センターを利用していることを理由とするセンターフィ

ーの負担要請の有無，及び当該要請に応じているかを聞いたところ，「負担要請が

あり，応じている」が２６０取引（６４．５％）であった。 

また，製造業者と小売業者との間の取引では，物流センターを利用している９

９０取引のうち，小売業者との取引価格に含まれている配送費用の範囲が「小売

業者の物流センター」までであると製造業者が回答した取引が４５４取引（４５．

９％）であった。当該４５４取引について，物流センターを利用していることを

理由とするセンターフィーの負担要請の有無，及び当該要請に応じているかを聞

いたところ，「負担要請があり，応じている」が２３５取引（５１．８％）であっ

た。 

さらに，そもそも物流センターを利用していない取引においても，小売業者から

物流センターの利用を名目とする協賛金等の負担要請を受けたとの回答が，卸売業

者と小売業者との間の１，９２６取引のうち物流センターを利用していない７５３

取引では２２取引（２．９％），製造業者と小売業者との間の１，３７０取引のう

ち物流センターを利用していない３６５取引では６取引（１．６％）でみられた。 

このように，センターフィーは，上記の小売業者の説明とは異なり，「小売業者

の物流センター」までの配送費用を含んだ価格で行われる取引や，そもそも物流セ

ンターを利用していない取引においても，納入業者に対して要請されている事例が

少なくない。 

 

( ｲ ) センターフィーを要請する際の留意点 

これまでの実態調査と同様に，①センターフィーの負担要請の際，事前に協議

の機会が与えられず，算出根拠，使途等を示されなかった，②協議の結果十分納

得しておらず，センターフィーの負担額が直接の利益を上回る水準となっている，

といった問題がみられ，特に，①の割合が，卸売業者と小売業者との間の取引で

は３８．８％，製造業者と小売業者との間の取引では２７．９％となっていた。

②に関しては，納入業者からの回答において，納入業者が負担の要請に納得して

いない理由として，「センターフィーの額（率）について小売業者から一方的に示

され，合理的根拠を説明してもらえなかった」が最も多くなっていた。さらに，

物流センターの利用によって納入業者が負担する配送費用や製造に要する費用が

かえって増加しているといった事例もみられた。 

これらの調査結果を踏まえると，センターフィーは，内容そのものが曖昧で，

合理的根拠等がない中で負担を要請されている場合があるほか，事前に協議の機

会が与えられず，算出根拠，使途等を示されなかった，又はセンターフィーの負

担額が直接の利益を上回る水準となっていることにより，優越的地位の濫用につ

ながり得る場合があると考えられる。 

このため，小売業者が，納入業者に対し，センターフィーの負担を要請する際

には，納入業者に対して不当に不利益を与えることとならないよう，負担額及び
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その算出根拠，使途等について，当該納入業者との間で事前に十分に協議する機

会を設けるとともに，当該納入業者が得る直接の利益等を勘案して合理的である

と認められる範囲を超えた負担とならないように留意する必要がある。 

このことは，取引開始時又は物流センターの運用開始時に，センターフィーの

額（率）を定める場合だけでなく，一旦定めたセンターフィーの額（率）を引き

上げる場合にも当てはまる。 

 

⑶ センターフィー以外の負担の要請の状況 

センターフィー以外にも，小売業者が，物流センターの利用に伴い発生する様々な

費用を納入業者に負担させている事例がみられた。 

預け在庫については，小売業者の指示に基づき預け在庫を置いていると納入業者が

回答している取引において，「小売業者から，一定数量を指定して在庫しておくよう指

示があるため，やむを得ず置いている預け在庫について，保管料を負担している」，「小

売業者からの指示に基づき商品を在庫していたにもかかわらず，小売業者の一方的な

都合により，実際には在庫数量より著しく少ない数量しか発注されなかった」，「小売

業者が独自に設定した販売期限を経過したことを理由とする返品があった」などの不

利益が発生しているとの回答が多くみられた。 

このほか，物流センターに商品を納入する際，小売業者から納入業者に対し，店舗

別仕分け用ラベルの購入の要請，専用のコンテナの利用の要請，物流センター内での

作業の要請等が行われていた。 

これらは，センターフィーの負担要請に比べて発生頻度は高くないものの，小売業

者が一方的に，取引の条件を設定することなどにより，納入業者に不当に不利益を与

えることとならないよう，留意が必要である。 

 

⑷ 卸売業者と製造業者との間の取引の状況 

卸売業者と製造業者との間の取引でも，物流拠点の利用料等の負担要請について，

①事前に協議の機会が与えられず，算出根拠，使途等を示されなかった，②協議の結

果十分納得しておらず，利用料等の負担額が直接の利益の額を上回る負担額を要請さ

れた，など小売業者の場合と同様に，優越的地位の濫用につながり得る要請が行われ

ていることが明らかになった。 

また，本調査では，センターフィーにより生じた費用の負担方法として，「費用の一

部を，製造業者にも負担してもらった」との回答の割合が２９．２％となっていた。 

製造業者からも，「小売業者からの要請がきつい卸売業者が，製造業者にセンターフ

ィーの補塡を求めているのであり，原因は小売業者にある」との回答があり，卸売業

者が自社だけでは小売業者から要請される費用を負担しきれず，製造業者に負担を要

請しているという状況にあると考えられる。 

こうした補塡要請も，卸売業者と製造業者との間において優越的地位の濫用につな

がり得るものであるため，留意する必要がある。 

各種の協賛金等やセンターフィーの補塡要請を受けて利益が圧迫されることで，「新

規商品の開発に設備投資ができる製造業者自体少なくなっている」との意見を述べて

いる製造業者もいる。このような場合，製造業者は競争力の減退により，ますます取
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引上不利な立場に追い込まれるとともに，事業上の創意工夫や，それによる消費者へ

の利益還元というメリットを減殺しかねない状況となっていると思われる。 

さらに，卸売業者に負担を要請された製造業者を通じ，配送業務を委託している物

流事業者にも影響が及んでいる事例があるなど，取引上不利な立場にある者への負担

の要請が連鎖的に行われている。こうした観点から，取引全体に広範な影響を与えて

いる小売業者において，優越的地位の濫用につながるような不当な要請を行うことが

ないように十分留意する必要がある。 

 

⑸ 優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた取引における留意点 

本調査において，①卸売業者と小売業者との間の取引，②製造業者と小売業者との

間の取引，及び③製造業者と卸売業者との間の取引それぞれについて，取引依存度又

は年間取引高が高い取引先との取引において，優越的地位の濫用につながり得る要請

がみられた取引の割合が高くなるという傾向がみられた。 

小売業者又は卸売業者が，自社との取引依存度又は年間取引高が高い納入業者に対

して，センターフィー等の負担の要請を行う場合，納入業者は，自社にとって不利益

となる要請であっても，今後の取引に与える影響等を懸念して当該要請を受け入れざ

るを得ないと考える可能性がある。小売業者又は卸売業者が，センターフィー等の負

担の要請を行う際には，こうした可能性を意識しておく必要があると考えられる。 
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第４ 公正取引委員会の対応 

１ 今回の調査の結果，卸売業者と小売業者との間の取引及び製造業者と小売業者との間

の取引だけでなく，製造業者と卸売業者との間の取引においても，一部の取引について

優越的地位の濫用につながり得る行為が行われていることが明らかになった。 

このため，公正取引委員会は，違反行為の未然防止の観点から，調査結果を公表する

ことにより，小売業者及び卸売業者に対して，自己の取引先納入業者との取引実態につ

いて点検を促すとともに，双方の関係事業者団体等に対し，次の対応を行うこととする。 

⑴ 小売業者及び卸売業者を対象とする優越的地位の濫用に関する講習会を実施し，本

調査結果等を説明するとともに，違反行為の未然防止と取引の公正化の推進を図る。 

 

⑵ 小売業者及び卸売業者が優越的地位の濫用を行うことのないようにするため，関係

事業者団体に対して，本調査結果等を報告するとともに，小売業者及び卸売業者が問

題点の解消に向けた自主的な取組が行えるよう，改めて優越ガイドライン等の内容を

傘下会員に周知徹底するなど，業界における取引公正化に向けた自主的な取組を要請

する。 

 

２ 今後とも，小売業者及び卸売業者の取引実態を注視し，独占禁止法上問題となるおそ

れのある行為の把握に努めるとともに，優越的地位の濫用等の独占禁止法に違反する疑

いのある行為が認められる場合には，厳正に対処する。 
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